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和  束  町  議  会  

 

平成２９年第１回和束町議会定例会  

会議録  （第２号）  

 

    招集年月日    平成２９年３月２１日（火）  

    招集の場所    和束町議会議場  

    開閉議日時    開議  午前  ９時３０分  

            閉議  午後  ３時４０分  

    出席議員（１０名）  

      １番   竹   内   き  み  代    ２番   藤   井   淸   隆  

      ３番   村   山   一   彦    ４番   吉   田   哲   也  

      ５番   井   上   武  津  男    ６番   岡   田   泰   正  

      ７番   岡   本   正   意    ８番   小   西      啓  

      ９番   岡   田      勇   １０番   畑      武   志  

 

    欠席議員（０名）  

      な   し  

 

 職務のため議場に出席した者の氏名  

    事 務 局 長   北    淳  司  

    書 記   島  川  昌  代  
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 地方自治法第１２１条の規定により、説明のため議会に出席した者の職氏名  

    町 長   堀    忠  雄 

    副 町 長   奥 田  右 

    総 務 課 長   中 嶋 浩 喜 

    地方創生担当課長   草 水 清 美 

    地 域 力 推 進 課 長   古 田 良 明 

    人 権 啓 発 課 長   井 上 順 三 

    税 住 民 課 長   細 井 隆 則 

    福 祉 課 長   岡 田 博 之 

    診 療 所 事 務 長   久 保 順 一 

    農 村 振 興 課 長   東 本 繁 和 

    建 設 事 業 課 長   馬 場 正 実 

    会計管理者兼会計課長   山 本 千 代 美 

 

    議 事 日 程   別 紙 の と お り 

    会 議 に 付 し た 事 件   別紙議事日程のとおり 

    会 議 の 経 過   別 紙 の と お り 

    会 議 録 署 名 議 員   １番  竹  内  きみ代  

                 ９番  岡  田    勇  
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議事日程（第２号）  

 

日程第  １  会議録署名議員の指名  

日程第  ２  諸般の報告  

日程第  ３  議案第  １号  平成２９年度和束町一般会計予算  

      議案第  ２号  平成２９年度和束町湯船財産区特別会計予算  

      議案第  ３号  平成２９年度和束町国民健康保険特別会計予算  

      議案第  ４号  平成２９年度和束町簡易水道事業特別会計予算  

      議案第  ５号  平成２９年度和束町下水道事業特別会計予算  

      議案第  ６号  平成２９年度和束町介護保険特別会計予算  

      議案第  ７号  平成２９年度和束町後期高齢者医療特別会計予算  

日程第  ４  議案第  ８号  平成２８年度和束町一般会計補正予算（第４号）  

      議案第  ９号  平成２８年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第  

             ３号）  

      議案第１０号  平成２８年度和束町介護保険特別会計補正予算（第３ 

             号）  

日程第  ５  議案第１３号  和束町観光案内所の指定管理者の指定について  

日程第  ６  議案第１６号  和束町税条例等の一部を改正する条例  

日程第  ７  議案第１７号  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  

日程第  ８  議案第１８号  職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する  

             条例  

日程第  ９  議案第１９号  和束町介護保険条例の一部を改正する条例  

日程第１０  議案第２０号  和束町指定地域密着型サービスの事業の人員、設置及び  

             運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条  

             例  
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日程第１１  議案第２１号  湯船辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につい  

             て  
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午前９時３０分開会  

○議長（畑  武志君）  

 皆さん、おはようございます。  

 本日はご苦労さまでございます。  

 ただいまから、平成２９年和束町議会第１回定例会を再開いたします。  

 本日の会議を開きます。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、９番、岡田  勇議員、１番、

竹内きみ代議員を指名いたします。  

 以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。  

 日程第２、諸般の報告を行います。  

 議長より報告いたします。  

 監査委員より、平成２８年度第１１回の出納検査の結果の報告がありましたので、

結果報告をご希望の議員は、事務局にてごらんください。  

 以上で、報告を終わります。  

 日程第３、議案第１号から議案第７号まで、平成２９年度和束町一般会計予算及び

平成２９年度和束町各特別会計予算、以上７件を一括議題といたします。  

 本案について、予算特別委員長の報告を求めます。  

 予算特別委員長、竹内きみ代議員。  

○予算特別委員長（竹内きみ代君）  

 皆さん、おはようございます。  

 それでは、予算特別委員会審査報告を行います。  

 ３月１０日開会の平成２９年第１回定例会に提案された議案第１号から議案第７号

までの平成２９年度和束町一般会計予算及び平成２９年度和束町各特別会計予算の審

査が予算特別委員会に付託されましたので、３月１５日と１６日の２日間にわたり予
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算特別委員会を開会し、審査を行いました。  

 審査に当たっては、初めに奥田副町長から当初予算の概要と主要事項の説明を受け

た後、各所管課長から予算書及び予算に関する説明書により説明を受けました。  

 平成２９年度当初予算は、町長選挙を４月に控えていることから骨格予算との説明

でありましたが、一般会計の予算総額が３０億１ ,９５０万円であり、対前年度比３

億２ ,９５０万円、率にして９ .８％の減額になっています。また、６特別会計の合計

では２１億５ ,７１６万円の予算となり、対前年度比で２億５７０万円、率にして８ .

７％の減額になっています。  

 一般会計及び６特別会計の合計額は５１億７ ,６６６万円で、前年度より５億３ ,５

２０万円、減額予算規模で編成されました。  

 平成２９年度は地方創生の推進や第４次総合計画後期基本計画の六つのプログラム

に沿って、住民との協働によるまちづくりを展開する予算との説明でした。  

 一般会計予算では、農家民泊等受け入れの拡大による教育観光の推進、お茶の京都

を見据えた茶畑ハウス設置事業、住民の安心と安全を図る新たに設けられた交通安全

等設置維持管理事業助成制度、移住・定住等の促進に向けて設置される相楽東部未来

づくり協議会、今年度完成した観光案内所については、設置目的を効果的に達成する

指定管理者、教育関連では、和束小学校の空調整備や小中学校における校内ＬＡＮ整

備事業が計上されております。  

 住民生活に直結した道路の整備、橋梁の長寿命化、また人的な取り組みとしては、

昨年に引き続き、地域おこし協力隊によるまちづくりなどが計画されています。  

 また、特別会計に目を移すと、国民健康保険では、医療費の適正化に向けた特定健

診を初め人間ドック、節目健診助成事業等の保健事業や被保険者の健康管理、疾病の

早期発見・早期治療への計画がされています。  

 簡易水道事業では、平成２８年度に引き続き、統合簡易水道による施設の一元化工

事が計上されており、介護保険では、４月より実施の介護予防日常生活支援総合事業
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を新たにする予算が約１ ,８８０万円計上され、これまでの介護予防の事業を低下さ

せることなく盛り込まれています。  

 これに対し、委員からは、移住・定住の受け皿となる空き家バンクの対策はどのよ

うに計画されているのか、路線バスを含めた公共交通対策の乗車率の向上に対しての

具体的な取り組みはどうか、和束町の景観を生かしたまちづくりとはどのようなもの

か、和束町を生かした新産業創出事業はどのように計画されているのか、広域観光推

進業務委託の委託先についてはどのような内容か、道路維持工事請負の施工箇所やお

茶の京都茶いくるライン整備工事の内容について具体的な計画はどうか、観光案内所

管理運営委託先や委託内容はどうなるのか、有害鳥獣対策、特に猿害による個体調整

はどのように考えているのか、災害時の対応としての消防団団員の現状と具体的な進

めぐあいはどうか、放課後児童対策の保育料の軽減、保育時間の延長等々、行政全般

にわたる施策や方針等について活発な質疑が交わされました。  

 詳細については、後日、会議録にて承知願います。  

 討論では、岡本委員が一般会計のほか国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計、

介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の五つの会計に反対討論を、また、井上

委員が一般会計、小西委員が国民健康保険特別会計、村山委員が下水道事業特別会計、

岡田泰正委員が介護保険特別会計、吉田委員が後期高齢者医療特別会計にそれぞれ賛

成の討論を行いました。  

 平成２９年度ほか６特別会計予算の採決の結果は、次のとおりです。  

 議案第１号  平成２９年度和束町一般会計予算は、賛成者多数。  

 議案第２号  平成２９年度和束町湯船財産区特別会計予算は、賛成者全員。  

 議案第３号  平成２９年度和束町国民健康保険特別会計は、賛成者多数。  

 議案第４号  平成２９年度和束町簡易水道事業特別会計は、賛成者全員。  

 議案第５号  平成２９年度和束町下水道事業特別会計は、賛成者多数。  

 議案第６号  平成２９年度和束町介護保険特別会計は、賛成者多数。  
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 議案第７号  平成２９年度和束町後期高齢者医療特別会計は、賛成者多数。  

 以上のとおり、本委員会は、平成２９年度和束町一般会計予算及び平成２９年度和

束町各特別会計予算６件を原案のとおり可決いたしました。  

 以上、予算特別委員会報告といたします。  

○議長（畑  武志君）  

 本案に関しましては、ただいま報告がありましたように、議員全員による予算特別

委員会で審査し、質疑・討論も活発に行われましたので、質疑・討論を省略し、これ

より採決いたします。  

 議案第１号から議案第７号まで、平成２９年度和束町一般会計予算及び平成２９年

度各特別会計予算の以上７件について、委員長の報告は可決とするものです。  

 よって、本予算の７件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。  

 起立多数です。  

 したがって、議案第１号から議案第７号まで、平成２９年度和束町一般会計予算及

び平成２９年度各特別会計予算の以上７件は、原案のとおり可決されました。  

 日程第４、議案第８号  平成２８年度和束町一般会計補正予算（第４号）、議案第

９号  平成２８年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）、議案第１０号  

平成２８年度和束町介護保険特別会計補正予算（第３号）、以上３件を一括議題とい

たします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 堀町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第８号から議案第１０号の提案理由を申し上げます。  

 議案第  ８号  平成２８年度和束町一般会計補正予算（第４号）は、職員退職手当

組合負担金、共同浴場修繕事業、道路舗装維持管理事業、町道山口線
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拡幅改良事業、産地パワーアップ事業並びに繰越明許費の設定等にお

いて  

 議案第  ９号  平成２８年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

統合簡易水道整備事業、町道山口線拡幅改良工事に伴う水道管布設替

工事等において  

 議案第１０号  平成２８年度和束町介護保険特別会計補正予算（第３号）号は、保

険事業勘定における高額医療合算介護サービス並びに居宅介護サービ

ス給付費等において  

それぞれ予算補正を必要といたしますので、提案させていただいた次第であります。  

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（畑  武志君）  

 中嶋総務課長。  

○総務課長（中嶋浩喜君）  

 おはようございます。  

 それでは、議案第８号のご説明を申し上げます。  

 議案第８号  

平成２８年度和束町一般会計補正予算（第４号）  

 平成２８年度和束町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億１ ,７９１万９ ,００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億１ ,９８３万４ ,０

００円とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 （繰越明許費）  
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 第２条  地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、「第２表  繰越明許費」による。  

 （地方債の補正）  

 第３条  既定の地方債の変更は、「第３表  地方債補正」による。  

                         平成２９年３月２１日提 出 

                         和束町長   堀   忠  雄 

 次のページ、第１表  歳入歳出予算補正でございます。  

 まず、歳入でございます。  

 款、補正前の額、補正額、計の順に申し上げます。  

 １０款地方交付税、１５億６ ,９７５万４ ,０００円、５ ,５４５万３ ,０００円、１

６億２ ,５２０万７ ,０００円。  

 １２款分担金及び負担金、７ ,５８９万円、△６３万２ ,０００円、７ ,５２５万８ ,

０００円。  

 １４款国庫支出金、３億１ ,５４５万５ ,０００円、△８ ,３５７万６ ,０００円、２

億３ ,１８７万９ ,０００円。  

 １５款府支出金、３億５ ,６４０万８ ,０００円、△１ ,８０８万４ ,０００円、３億

３ ,８３２万４ ,０００円。  

 １６款財産収入、５１７万３ ,０００円、８ ,０００円、５１８万１ ,０００円。  

 １７款寄附金、４４万６ ,０００円、２２万円、６６万６ ,０００円。  

 １８款繰入金、１億５ ,２８５万２ ,０００円、△５ ,５０５万３ ,０００円、９ ,７

７９万９ ,０００円。  

 １９款繰越金、１億１ ,００６万円、８４万５ ,０００円、１億１ ,０９０万５ ,００

０円。  

 ２１款町債、５億８ ,０００万円、△１ ,７１０万円、５億６ ,２９０万円。  

 歳入合計、３７億３ ,７７５万３ ,０００円、△１億１ ,７９１万９ ,０００円、３６
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億１ ,９８３万４ ,０００円です。  

 次のページ、歳出でございます。  

 総務費７億４ ,７１１万８ ,０００円、３６４万１ ,０００円、７億５ ,０７５万９ ,

０００円。  

 ３款民生費、７億７ ,３２５万４ ,０００円、△３７万５ ,０００円、７億７ ,２８７

万９ ,０００円。  

 ４款衛生費、４億３ ,２９９万６ ,０００円、２１５万８ ,０００円、４億３ ,５１５

万４ ,０００円。  

 ５款農林業費、２億８ ,４１８万５ ,０００円、△１ ,８１８万３ ,０００円、２億６ ,

６００万２ ,０００円。  

 ７款土木費、３億７ ,９３０万６ ,０００円、△１億２０万２ ,０００円、２億７ ,９

１０万４ ,０００円。  

 １０款災害復旧費、８５３万６ ,０００円、△４９５万８ ,０００円、３５７万８ ,

０００円。  

 歳出合計は、歳入合計と同額でございます。  

 次のページが第２表の繰越明許費でございます。  

 款、項、事業名、金額の順に申し上げます。  

 ２款総務費、３項戸籍住民登録費、地方公共団体情報システム機構負担金事業、３

４万円。  

 ５款農林業費、１項農業費、産地パワーアップ事業、１億３ ,７３１万５ ,０００円。  

 ７款土木費、２項道路橋りょう費、町道拡幅改良事業過疎対策、９００万円。  

 ７款土木費、２項道路橋りょう費、橋りょう補修事業過疎対策、１ ,９００万円。  

 次のページが第３表の地方債補正でございます。  

 全て変更ということになっております。  

 起債の目的、補正前の限度額、起債の方法、利率、償還の方法、補正後の限度額、
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起債の方法、利率、償還の方法の順に申し上げます。  

 路線バス維持管理事業（過疎対策）、２ ,８００万円、証書借入又は証券発行。年

５ .０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融

機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）。政

府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定す

るものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰

上償還もしくは低利に借換えすることができるでございます。  

 ３ ,１７０万円、起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同じでございます。  

 以降、起債の方法、利率、償還の方法は、補正前、補正後とも同様でございますの

で、省略させていただきます。  

 門前橋整備事業（過疎対策）、８２０万円、２６０万円。  

 町道拡幅改良事業（過疎対策）、２ ,４５０万円、１ ,７４０万円。  

 道路舗装維持管理事業（過疎対策）、２ ,１１０万円、１ ,６６０万円。  

 小型ポンプ付積載軽自動車購入事業（辺地対策）、６３０万円、０円。  

 小型ポンプ付積載軽自動車購入事業（緊急防災・減災事業）、０円、５１０万円。  

 災害復旧事業、２４０万円、０円。  

 計、９ ,０５０万円、７ ,３４０万円でございます。  

 続きまして、資料Ｎｏ .８、予算に関する説明書によりましてご説明申し上げます。  

 総括は省略させていただきまして、５ページ、６ページをお願いいたします。  

 まず、歳入でございます。  

 １０款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税で、５ ,５４５万３ ,０００円

の補正でございます。  

 普通交付税でございます。  

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金、３目災害復旧費国庫負担金で、△２６６万８ ,

０００円でございます。  
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 １節公共土木施設災害復旧費負担金でございまして、内訳といたしまして、道路橋

りょう災害復旧費負担金で△１３３万４ ,０００円、河川災害復旧費負担金で△１３

３万４ ,０００円でございます。  

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、４目土木費国庫補助金、△８ ,１３０万８ ,０

００円でございます。  

 ２節住宅費補助金で△１ ,９０７万２ ,０００円、社会資本整備総合交付金の住宅分

でございます。  

 ３節道路橋りょう費補助金で△６ ,２２３万６ ,０００円。内訳といたしまして、橋

りょう長寿命化修繕計画補助金で△３２１万６ ,０００円、社会資本の総合整備交付

金の道路分で５ ,９０２万円の減額でございます。  

 １５款府支出金、２項府補助金、４目農林業費府補助金で、△１ ,８１８万４ ,００

０円でございます。  

 １節農業費補助金でございまして、産地パワーアップ事業補助金でございます。  

 次のページをお願いいたします。  

 １８款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、△５ ,５０５万３ ,００

０円でございます。  

 ２１款町債、１項町債、１目総務債で３７０万円の補正でございます。  

 これにつきましては、１節総務管理債で、過疎対策事業債の路線バス維持管理分で

ございます。  

 同款、同項、４目土木債で、△１ ,７２０万円でございます。  

 １節道橋りょう債でございまして、内訳といたしまして、全て過疎対策事業債でご

ざいまして、門前橋の整備事業で△５６０万円、道路拡幅改良事業で△７１０万円、

舗装維持管理事業で、△４５０万円となっております。  

 同款、同項、６目消防債で、△の１２０万円でございます。  

 これにつきましては、辺地対策事業債６３０万円を減額いたしまして、緊急防災減
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災事業債を５１０万円ということで振りかえるという補正でございます。  

 同款、同項、７目災害復旧債で、△２４０万円でございます。  

 １節農林業施設災害復旧債で△１００万円。内訳が、農業用施設災害復旧債が△６

０万円、農地災害復旧事業債が△４０万円。  

 ２節公共土木施設災害復旧債で△１４０万円。内訳が、道路災害復旧事業債△７０

万円、河川災害復旧事業債△７０万円となっております。  

 次のページから歳出でございます。  

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で３４１万４ ,０００円の補正でご

ざいます。  

 ３節職員手当等でございまして、これにつきましては、退職手当に係る分でござい

ます。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費で、８０万円の補正でございま

す。  

 ２０節扶助費でございまして、自立支援医療給付費に係るものでございます。  

 同款、同項、３目老人福祉費で、△１３７万５ ,０００円。  

 ２８節繰出金でございまして、介護保険事業勘定繰出金分でございます。  

 ４款衛生費、１項保健衛生費、５目共同浴場費で、２１５万８ ,０００円。  

 これにつきましては、１１節需用費でございまして、機器の修繕費でございます。  

 ５款農林業費、１項農業費、３目農業振興費で、減額の１ ,８１８万３ ,０００円で

ございます。  

 １９節負担金補助及び交付金で１ ,８１８万４ ,０００円。産地パワーアップ事業補

助金分でございます。  

 次のページでございます。  

 ７款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費で、△７ ,８３４万３ ,００

０円でございます。  
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 １３節委託料で３００万円の減額、橋りょう点検調査業務委託料でございます。  

 １５節工事請負費で６ ,２００万円の減額でございます。  

 ２２節補償補填及び賠償金で１ ,３３４万３ ,０００円の減額でございます。  

 ７款土木費、３項河川費、２目河川改修費で、△３５０万円でございます。  

 １３節委託料でございまして、測量設計業務委託料分でございます。  

 ７款土木費、５項住宅費、２目住宅建替事業費で、△１ ,８３５万９ ,０００円でご

ざいます。  

 １５節工事請負費で１ ,７２１万１ ,０００円の減額、２２節補償補填及び賠償金で

△１１４万８ ,０００円でございます。完了に伴う減額でございます。  

 １０款災害復旧費、１項農林業施設災害復旧費、２目農地災害復旧費で、△２００

万円でございます。  

 １５節工事請負費ということで、農地災害復旧工事費分でございます。  

 次のページでございます。  

 １０款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋りょう施設災害復旧

費で、△１３０万円でございます。  

 １５節工事請負費ということで、道路橋りょう災害復旧工事費分でございます。  

 同款、同項、２目河川災害復旧費で、△１６５万８ ,０００円でございます。  

 １５節工事請負費でございまして、河川災害復旧工事費に係る分でございます。  

 以上が、議案第８号の一般会計の補正に係る説明でございました。  

 特別会計につきましては、所管課長からご説明申し上げます。  

 よろしくお願い申し上げます。  

○議長（畑  武志君）  

 馬場建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 それでは、私から、議案第９号、平成２８年度和束町簡易水道事業特別会計補正予
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算（第３号）から説明させていただきます。  

 議案第９号  

平成２８年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）  

 平成２８年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６ ,０４４万８ ,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億１ ,７２２万２ ,０００円

とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 （地方債の補正）  

 第２条  既定の地方債の変更は、「第２表  地方債補正」による。  

                         平成２９年３月２１日提 出 

                         和束町長   堀   忠  雄 

 １枚おめくりください。  

 第１表でございます。歳入歳出予算補正。  

 歳入。  

 ２款分担金及び負担金、補正前の額１ ,１９２万５ ,０００円、補正額△７３０万３ ,

０００円、計４６２万２ ,０００円。  

 ３款国庫支出金、１億１ ,０１０万円、補正額３ ,５７５万１ ,０００円、計の６ ,５

３４万９ ,０００円です。  

 ６款繰越金、３６０万円、補正額４２万３ ,０００円、計の４０２万３ ,０００円で

ございます。  

 ７款諸収入、２００万７ ,０００円、△３１万７ ,０００円、１６９万円。  
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 町債、２億２ ,９６０万円、△１ ,７５０万円、計２億１ ,２１０万円です。  

 歳入合計、４億４ ,７６７万円、△６ ,０４４万８ ,０００円、計の４億１ ,７２２万

２ ,０００円です。  

 めくっていただきまして、歳出です。  

 ２款施設費、補正前の額３億３ ,７９１万６ ,０００円、補正額△６ ,０４４万８ ,０

００円、計の２億７ ,７４６万８ ,０００円です。  

 歳出合計は、歳入と同額でございます。  

 １枚めくっていただきまして、第２表  地方債の補正でございます。  

 変更です。  

 起債の目的：水道施設整備事業債、限度額：２億２ ,９６０万円、起債の方法：証

書借入又は証券発行。利率、年５ .０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる

政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後におい

ては、当該見直し後の利率）とする。償還の方法：政府資金については、その融資条

件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政

の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えす

ることができる。  

 限度額です。２億１ ,２１０万円。起債の方法、利率、償還につきましては同様で

すので、省略させていただきます。  

 お手元の資料Ｎｏ .９をごらんください。  

 総括につきましては省略させていただきます。  

 ５ページをお開きください。  

 歳入でございます。  

 ２款分担金及び負担金、１項分担金、１目施設費分担金、補正前の額１ ,１９２万

５ ,０００円、△７３０万３ ,０００円でございます。  

 主なものとしまして、工事分担金でございます。７３０万円。  
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 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目施設費国庫補助金、補正前の額１億１１０

万円、補正額△３ ,５７５万１ ,０００円。  

 主なものとしまして、生活基盤施設耐震化等交付金△３ ,５７５万１ ,０００円でご

ざいます。  

 １つ飛ばさせていただきまして、７款諸収入、２項雑入、１目雑入、補正前の額２

００万５ ,０００円、補正額△３１万７ ,０００円。  

 主なものとしまして、消費税の還付金３１万７ ,０００円です。  

 ８款町債、１項町債、１目施設債、補正前の額２億２ ,９６０万円、補正額△１ ,７

５０万円。  

 主なものとしまして、水道施設整備事業債△１ ,７５０万円でございます。  

 １枚めくっていただきまして、歳出でございます。  

 ２款施設費、１項施設費、１目施設費、補正前の額３億３ ,７９１万６ ,０００円、

補正額△６ ,０４４万８ ,０００円でございます。  

 主なものとしまして、１３節委託料、統合簡水整備工事委託料が△１ ,２３２万円、

統合簡水要点整理業務委託につきまして組みかえで４３２万円。１５節工事請負費、

町道山口線拡幅改良工事に伴う水道管布設工事△６５０万円、町営住宅建替工事に伴

う水道管布設替工事費△１１４万８ ,０００円、統合簡易水道整備工事に伴う△４ ,４

８０万円でございます。  

 以上、簡易水道の説明とさせていただきます。  

○議長（畑  武志君）  

 岡田福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 おはようございます。  

 続きまして、私のほうからは、議案第１０号、平成２８年度和束町介護保険特別会

計補正予算（第３号）について説明申し上げます。  
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 議案書のほうをよろしくお願いいたします。  

 議案第１０号  

平成２８年度和束町介護保険特別会計補正予算（第３号）  

 平成２８度和束町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１ ,３６

０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億８ ,０５０万円と

する。  

 ２  保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

                         平成２９年３月２１日提 出 

                         和束町長   堀   忠  雄 

 １枚めくっていただきまして、第１表  歳入歳出予算補正でございます。  

 款、補正前の額、補正額、計の順に説明申し上げます。  

 １款保険料、１億１ ,１４５万円、３５７万７ ,０００円、１億１ ,５０２万７ ,００

０円。  

 ３款国庫支出金、１億４ ,３９０万４ ,０００円、△６４４万２ ,０００円、１億３ ,

７４６万２ ,０００円。  

 ４款支払基金交付金、１億５ ,６５２万４ ,０００円、△１ ,０２４万円、１億４ ,６

２８万４ ,０００円。  

 ５款府支出金、８ ,８３８万１ ,０００円、△４３８万９ ,０００円、８ ,３９９万２ ,

０００円。  

 ７款繰入金、８ ,４５９万４ ,０００円、△１３７万５ ,０００円、８ ,３２１万９ ,

０００円。  
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 ９款繰越金、９２４万円、５２６万９ ,０００円、１ ,４５０万９ ,０００円。  

 歳入合計、５億９ ,４１０万円、△１ ,３６０万円、５億８ ,０５０万円でございま

す。  

 めくっていただきまして、続きまして、歳出でございます。  

 １款総務費、８６５万円、２０万円、８８５万円。  

 ２款保険給付費、５億５ ,４８２万４ ,０００円、△１ ,３８０万円、５億４ ,１０２

万４ ,０００円。  

 歳出合計につきましては、歳入合計同額でございます。  

 続きまして、予算に関する説明書Ｎｏ .１０をお願いいたします。  

 総括につきましては省略させていただきまして、５ページ、６ページをお願いいた

します。  

 歳入でございます。  

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、補正額３５７万７ ,０

００円でございます。  

 これにつきましては、１節現年度分特別徴集保険料が２８６万９ ,０００円、３節

滞納繰越分普通徴集保険料が７０万８ ,０００円の増額となっております。  

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正額は△３７６万２ ,

０００円でございます。  

 これにつきましては、１節現年度分介護給付費の減に伴います減額でございます。  

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交付金、補正額が△２６８万円でござ

います。  

 これにつきましても、１節現年度分調整交付金で、介護給付費の減額に伴うもので

ございます。  

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正額が△１ ,

０２４万円。  
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 １節現年度分で、これにつきましては、平成２８年度交付金の確定に伴う減額でご

ざいます。  

 ５款府支出金、１項府負担金、１目介護給付費負担金、△４３８万９ ,０００円で

ございます。  

 １節現年度分で、これにつきましても介護給付費の減額に伴うものでございます。  

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、△１３７万５ ,０００

円でございます。  

 これにつきましても、介護給付費の減額に伴います一般会計繰入金の減額分でござ

います。  

 ９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額が５２６万９ ,０００円でございま

す。  

 これにつきましては、１節前年度繰越金で、平成２７年度の繰越金でございます。  

 続きまして、７ページ、８ページ。  

 続きまして、歳出でございます。  

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額が２０万円でございます。  

 これにつきましては、１２節役務費、通信運搬費の増額でございます。  

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、補正額

は△１ ,０００万円でございます。  

 これにつきましては、１９節負担金補助及び交付金、居宅介護サービス給付費に係

る減額分でございます。  

 同じく、５目施設介護サービス給付費、補正額が△５００万円でございます。  

 １９節負担金補助及び交付金で、特別養護老人ホームや介護老人保健施設サービス

に係ります減額でございます。  

 ２款保険給付費、７項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療合算介護サー

ビス費、補正額が増額の１２０万円でございます。  
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 １９節負担金補助及び交付金て、医療介護保険に係ります高額合算給付に係ります

増額でございます。  

 以上、よろしくお願い申し上げます。  

○議長（畑  武志君）  

 説明が終わりましたが、ただいまから１０時３０分まで休憩いたします。  

休憩（午前１０時２０分～午前１０時３０分）  

○議長（畑  武志君）  

 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 これから質疑を行います。  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 それでは、一般会計の９ページの老人福祉費に関係しまして、先般、一般質問でシ

ルバー人材センターのことについて質問させていただいて、一定、そのとき東部の関

係で、今後、協議・検討していただきたいという答弁をいただいたわけですけども、

もう少し具体的に、今後どのような形での創設を検討していくのかについて説明をい

ただけたらと思います。  

○議長（畑  武志君）  

 岡田福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えいたします。  

 シルバー人材センターの検討の部分でございますが、相楽未来づくり推進協議会に

おきまして、昨年の９月３０日でございますが、福祉・医療・教育等居住対策部会準

備会を開催させていただきました。その中で、高齢者生きがい創出、日常生活支援に

つきましては、シルバー人材センターの共同化を進める方向で、業務メニューの拡充、

またニーズの掘り起こし、運営資金等について検討していくということでございます。  
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 よろしくお願いします。  

○議長（畑  武志君）  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 それで、これは確認ですけど、例えば、３町村の共同でということで今お話もあっ

たわけですけども、これにそういった形で取り組む場合に、高齢者の方がいわゆる登

録をされることと思うんですけども、それは基本的に３町村を範囲にした中での仕事

というものに対してシェアしていくということになるのかということで、いわゆる和

束の人は和束ということじゃなくて、和束の人でも村の仕事でもできるといったとい

うことで範囲で仕事がされるということでよろしいでしょうか。  

○議長（畑  武志君）  

 岡田福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 岡本議員おっしゃるとおり、３町村で共同化をやっていこうと。やはり１市町村で

やるとなった場合については、仕事が少ないということがまず１点に挙げられます。

実際、南山城村のほうでシルバー人材センターを立ち上げられて運営をされていると

いうことを聞いておりますが、やはり仕事量が少ないということで、３町村まとまっ

た形で進めていく方向等していくということでございます。  

 よろしくお願いいたします。  

○議長（畑  武志君）  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 それで、やはり今、昨年の９月から一応協議いただいているということですけども、

大体いつごろをめどにそういった創設という形で稼働もしていくということで検討さ
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れていくのか。  

 例えば、最低でも来年度当初からとかも含めてですね、一定のめどというのはどの

ように考えて検討されているか、その辺いかがでしょうか。  

○議長（畑  武志君）  

 岡田福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 今年４月からでございますが、相楽東部未来づくりセンターというものが笠置町の

ほうに置かれるということを聞いておるところでございます。実際の中身につきまし

ては、そのセンターのほうで協議を進めていくということになると思われますので、

よろしくお願いいたします。  

○議長（畑  武志君）  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 いずれにしても、町のほうでもかかわっていかれるということですので、やはり長

年の懸案でもありますので、これから例えば４年も５年もかかるということじゃなく

て、やはり早い時期に具体的になるように、ぜひお願いしたいというふうに思います。  

 それから、次に、これに関連して、また介護保険の関係とも関連しまして、いわゆ

る来年度の予算の中で組まれました総合事業のことでこの間ずっと準備をしていただ

いているというふうに思います。その辺のことについて若干確認をさせていただきた

いと思うんですけども、まず今回、総合事業としてされる事業について、訪問介護、

通所介護、また一般予防事業も含めて用意されているわけですけども、それを担う事

業所はどこがされるのか、その辺、確認のためにお願いしたいと思います。  

○議長（畑  武志君）  

 岡田福祉課長。  
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○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 まず、介護予防日常生活総合支援事業の関係でございます。  

 要支援１、２の方が基準になる、また要支援１、２を受けられてない方が介護予防

サービスの事業の対象となるということでございます。従来型の要支援１、要支援２

の方につきましては、従来どおりの事業所で実施されるということでございます。  

 しかしながら、緩和型Ａ型と言われる部分でございますが、これにつきましては、

社会福祉法人和楽会のほうにお願いをするということで進めておるところでございま

す。  

 また、ヘルパーサービスでございますが、従来型につきましては、従来どおりの事

業所で展開をしていくと。  

 緩和型につきましては、社会福祉法人和束町社会福祉協議会のほうでお願いすると

いう方向になっております。  

 また、一般介護予防事業の関係でございます。  

 これにつきましては、これまで転ばん塾ということで、２次予防事業、１次予防事

業を実施しておりました。この２次予防実施相当に係る部分が「いきいき元気塾」と

いう形に名称を変更しまして、社会福祉法人和楽会のほうにお願いするということに

なっております。  

 また、１次予防事業でございます。これにつきましては、和束町社会福祉協議会に

おきまして、高齢者シニアライフサポート学級、また、それに準じたサービスを展開

すると。  

 名称につきましては、３月２７日までに一般募集をするということで社会福祉協議

会のほうで聞いておりますので、正式名称は来週早々決まるかと思っているところで

ございます。  

 以上でございます。  
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○議長（畑  武志君）  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 それで、今回、いわゆるこれまで転ばん塾で以前は和楽とは違う事業者でしていた

だいていたんですけども、今回、和楽さんのほうで受けていただくということで今、

報告もあったんですけども、聞いたところでは、新しく事業を受けていただくという

ことですから、それにするスタッフ自身を確保していただかなくてはいけないという

ことで、この間、いろいろ募集をかけていただいているようですけども、なかなか人

の集まりが悪いという話も一方では聞いておるんですけども、その辺、４月からのス

タートということですけども、一定ちゃんと稼働していけるような見込みとしては聞

いておられるのか、その辺いかがでしょうか。  

○議長（畑  武志君）  

 岡田福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 いきいき元気塾につきましては４月からスタートするということで、本日も和楽会

の職員さんとうちの包括支援センターのほうで２次予防事業の対象者の方、家庭訪問

をしたりしていただいているところでございます。  

 また、人員の確保につきましては３名体制で、いきいき元気塾をやっていくという

ことで和楽のほうから伺っておりますので、ころばん塾と同様の形で事業を実施でき

るものと理解しておるところでございます。  

○議長（畑  武志君）  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 それではですね、次に、これは一応、福祉課のほうでつくっていただいたフローチ
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ャートのようなものがあるわけですけども、これを確認も含めてお聞きしたいんです

が、今回、総合事業ができたことによりまして、要支援の方を基本的に介護サービス

から市町村サービスに移していくということが基本になるわけですけども、例えば、

ここに相談があった上で、何らかの介護や支援が必要だと思われる方というものと、

予防訪問介護と予防通所介護のみのサービス・医療が必要だと思われる方というふう

に分けてですね、前者が要介護認定の申請と、後者が基本チェックリストなどという

方向に進んでいくことになっていますけども、この辺の違いというものは、どのよう

に、誰が判断されて、そういうふうに区分けをされるのかというのをお聞きしておき

たいのと、また、これも確認しておきたいんですけども、例えば、実際に今、要支援

認定を受けておられて、更新の時期が来ますよね。そのときにこの話になってくると

思うんですけども、現状からいうと、そういった方がいわゆるこの場合は、訪問介護

と通所介護をサービスとして受けておられる方ですね、そのサービスのみを受けてお

られる方がチェックリストということになってくると思うんですけども、そうなった

場合に、チェックリストだけで判定して総合事業にとなった場合は、その時点でいわ

ゆる介護認定からは外れていくと。いわゆる要支援という認定者だったけども、その

時点で要支援認定もなくなって、いわゆる介護保険としてのサービスは、ほかのサー

ビスも含めて対象にならなくなるということでとりあえず確認なんですけども、それ

でよろしいですか。  

○議長（畑  武志君）  

 岡田福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 まず、介護保険の更新の関係でございます。  

 岡本議員が確かにおっしゃるように、更新の時期を迎えた方につきましてはチェッ

クリスト、さらに家庭のほうに訪問させていただきまして、アセスメントというのを
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地域包括支援センターのほうで実施させていただきたいと。このアセスメントの中で

家族さんのお話、また本人のお話を聞かせていただきながら、一番いいサービスが提

供できるようにさせていただきたいと。  

 実際、そのチェックシート、またアセスメントにより一定判断が出た場合、その次

につきましては、福祉課の私、課長補佐、保健師、地域包括支援センターを入れた中

の審査会的なものを実施したいと。その中で既往歴、病気を持っておられる方等につ

きましては、再度申請の必要がある場合については介護申請を勧奨する。また、必要

がない方につきましては、総合事業のとおり進めていくということでございます。  

 また、実際、介護認定を外れまして総合事業の対象のみとなられる方の場合につき

ましては、確かに、訪問介護とデイサービスのみの利用とはなりますが、やはり住宅

改修、また福祉用具の貸与等ですね、必要になった場合は、新たに申請をしていただ

くという形になります。  

 以上でございます。  

○議長（畑  武志君）  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 要は、今回、総合事業の対象が保険給付から外れるのがデイサービスとそれからホ

ームヘルプサービスということになったことで、そのサービスだけを受けておられる

方が総合事業の方向に行くということになってるわけですけども、ただ、そういった

方と、例えばそれとプラス住宅改修とかね、プラスほかのサービスとかという、ただ

それだけの違いの中で、要は、こっちはすぐ認定に行ける。こっちはチェックリスト

がとりあえずまず来るというのは、その辺の違いというのは大変微妙だというふうに

本来思うわけなんですね。  

 今、言われたように、例えばチェックリストで判断して、いろいろアセスメントも

あるとは思いますけども、それは認定には行かないと。でも、総合事業に行きますと



― 29 ― 

なった場合は、その時点でいわゆる介護保険のサービスというのは対象外になるとい

うね、先ほど言われたように、やろうと思ったらもう一回申請せなあかんというのが

この状況だというふうに思うんですね。  

 そういう点では、やはり同じ要支援でたまたま受けるサービスが違うだけで、一方

は介護認定を受けられて、一方が認定から外れていくと。その時点でほかのサービス

の受給の権利もなくなってしまうというのは、やはり矛盾じゃないかというふうに思

うんですね。そういった点では、どっちにしてもそういうことが必要になってくれば

認定のほうに送るわけですよね。  

 例えば、このフローチャートでいうと、基本チェックリスト等というところからい

うと、先ほどの話では、ここでもし何か認定を受けたほうがええなとなったら、要介

護認定のほうに行くということですよね。だけど、このフローチャートではその矢印

はないんですよね。これは多分間違いだというふうに思いますけども、そういう点で

いえばですね、初めから別に要介護認定をちゃんと今までもそうしてきたわけですか

ら、受けた上で総合事業なのか、また介護給付なのかということを判断すればいいん

じゃないかと。わざわざチェックリストを使ったり、またアセスメントを行って判断

するということをやらなくてもね、介護認定を今までどおりやって、それで判定すれ

ばいいんじゃないかと私は思うんですけどね、どっちにしても二つのサービス以外を

受けようと思ったら認定を受けなくちゃいけないわけですから、その辺は、なぜ今回、

チェックリストを入れて要介護認定を受けないということもできるという方向にされ

たのかですね、その辺はどうですか。  

○議長（畑  武志君）  

 岡田福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 はい、お答えいたします。  

 この総合事業の制度につきましては、国の法律の改正により実施されるものでござ
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います。和束町におきましては、国の法律改正に合わせた事務を進めていくというこ

とでございますので、よろしくお願いいたします。  

○議長（畑  武志君）  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 いわば、国がそう決めたからそうしないかんという話だと思うんですよね。でも、

介護保険の事務というのは、基本的にこれは自主事務のはずなんですよね。だから、

自治体のほうで国のそういったあれも受けながら、独自にいろいろやっていくことは

十分可能なはずなんです。  

 実際、この前の委員会でも、介護認定を基本にしてやっていくところがあるという

ふうに課長自身も言われた。だから、そういう点では、国が決めたからいって、それ

をそのとおりしなくちゃいけないということではないということは明らかだというふ

うに思うんです。  

 そういう意味ではね、ただ単に国が決めたからやりますじゃなくて、やっぱりちゃ

んと今までどおり介護認定を受けてもらって、それでほかの介護給付も受けられるよ

うな状況もちゃんとつくっていただいて、総合事業に行く方は総合事業に行くという

ふうにね、もし、介護保険の給付が必要な場合はすぐにそれを受けられるという方向

でやることが、本来、サービスの低下を防ぐということができるんじゃないかと思う

んですね。ですから、４月から始められるということですけどね、その辺はちゃんと

介護認定を基本にした方向でもう一度検討いただきたいというふうに、これは強く要

望しておきたいというふうに思います。  

 次にですね、道路の関係なんですけども、建設課長にちょっとお聞きしたいんです

けども、いわゆるこの間、ずっと通学路の生活道路という点で安全対策について年々

努力いただいているというふうに思うんですけども、毎年いわゆるＰＴＡのほうから、

この箇所は危ないのでということとかいう要望が出ていると思います。昨年は７月に
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和束小学校・中学校のＰＴＡ合同で要望書が提出されたというふうに聞いておるわけ

ですけども、それを受けてのその後の具体的な改善というのはどのように進んでいる

でしょうか。  

○議長（畑  武志君）  

 馬場建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 今の岡本議員の質問にお答えさせていただきます。  

 毎年、各区及び小学校、中学校のほうから、通学路及び町道整備についての要望を

いただいております。これにつきましては計画的に実施をしているところでございま

す。  

 一つは、社会資本交付金につきましても、通学路優先ということで補助事業の対象

にもしておりますし、またまた町道につきましては、維持修繕の中で、従前の修繕も

しくは改良等を行っている状況でございます。路線につきましては、今年度の予算の

つきぐあいで調整をまた２９年度やっていきたいと思っております。  

 よろしくお願いします。  

○議長（畑  武志君）  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 一応、昨年の７月に出されているということですので、やはり危険な箇所というの

は大変緊急性があるということで出していただいているので、できるだけ早く対応を

いただきたいと思うんですけども、やはりこの間、数年前に亀岡の事故を受けて、い

わゆる通学路の安全対策とか叫ばれてですね、いろいろされた経過もあるですけども、

やはりそのときに東区内でペイント的なことをしていただいたところもありますけど

も、それもかなりいわゆる消えかかってきたりとかいうこともありますし、また、い

わゆる通学路として使っている町道、また旧の府道などのいわゆる白線ですね、車道
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と歩行者を区分けするような、そういう白線もほぼ消えていっているという状況がず

っと放置されております。  

 その辺、例えば、杣田の地域から南から中央信金役場というのも、これは通学路に

なっておりますし、徒歩で、もちろん東区内はそうですし、あと、和束保育所のあた

りから中地域、旧府道から園の府道に抜けていくようなあたりの道も全てそういった

線はありません。もちろんほかのところもいろいろあるわけですけども、そういった

部分でのいわゆる線の引き直しであるとか、また前にも言いましたけど、やはりそれ

を引いたとしても、大変狭い部分しか確保できないという状況があります。ですので、

やはりもう少し安全を喚起するという点で、もう少し中に違う色でペイントするとい

うことが他の自治体でもされてるわけですけども、そういったことも含めた今後の対

策はいかがでしょうか。  

○議長（畑  武志君）  

 馬場建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 具体的な事例についての質問でございます。  

 今、言われました件につきましては、社会資本の関係で舗装改良を毎年入れており

ます。この中で白線を引き直すということの行為も行っていっているところでござい

ます。町内、かなりの部分でそういう状況があるというのは承知しておりまして、で

きるところから順次やっていきたいと思いますので、ご理解のほうをよろしくお願い

したいと思います。  

○議長（畑  武志君）  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 それと、これは府道の関係になるんですけども、いわゆる長井のバス停付近あたり

は通学路になっていますけども、歩道自身はないということで、ガードレールと、も
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う一つ、有事の関係の策というものが一定設置されている部分もあるんですが、要望

のほうでは、やはりそれはなかなか突っ込んで来られたりした場合に役に立たないと。

あの辺は冬季なんかは凍結するところでもありますので、スリップ等で制御ができな

くて、登校に突っ込むということももちろん想定できるわけですけども、それも含め

て、要望では、もう少しちゃんとしたガードレールなりを設置してほしいということ

も言われておりますし、この辺への対応というのは町としてはどのようにされている

でしょうか。  

○議長（畑  武志君）  

 馬場建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 今のご質問ですけども、木津信楽線の長井管内だと承知しております。  

 一定の防護柵等々の整備はしていただきました。今後、歩道につきましては、木津

信楽全線において歩道の要求をしているところでございます。できるだけ早い時期に

京都府のほうに歩道の整備をしていただけるように町としても要望していきたいと思

いますので、ご理解のほうをよろしくお願いしたいと思います。  

○議長（畑  武志君）  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 もう１点、いわゆるこの間、橋梁関係で長寿命化ということで、いろいろ検査とか、

それから実際のかけ直しとかされてきていると思うんですけども、その関係で、例え

ば、これは以前からもあったんですけども、石寺地域の丸塚橋のガードレールが低く

て危険であるとか、また道路法面ですね、川沿いに行く小さい橋がありますね。そこ

も大変古い橋だと思うんですけども、ほとんど高さがないという状況の中で、河川も

ある中で大変低くて危険という要望も以前から出ているというふうに思います。  
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 それから、この間、新しくかけ直していただいた門前橋についてもですね、この要

望の中では、あそこの歩道ができましたよね。そこと車道の区分けというのが、いわ

ゆるコンクリートでちょっとやったような部分しかなくて、いわゆる柵等がないとい

う要望も出ておりますけども、その辺の古い橋梁の安全対策、また新しくできたとこ

ろも含めてですね、この辺の要望についてはどのように受けていただいているでしょ

うか。  

○議長（畑  武志君）  

 馬場建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 確かに、丸塚橋の、それからもう一つ、そこから西側端の歩道の欄干は小さいとい

うのは確認しております。これにつきましても、橋梁の長寿命化と合わせまして整備

をしていく予定はしております。橋の構造とそれから車の視距及びその他の関係を含

めまして、欄干の高さも調整できればと思っております。  

 門前橋につきましては、まだ一部改修を残しております。確かに、歩道と車道につ

きましては見切りで今、整備をしておりますけども、一定の区間については歩道の整

備もある程度入れる予定もしておりますので、完成までもうしばらく現実の状況でご

ざいます。ただ、部分的には、危ないところにつきましては新たにこちらのほうでコ

ーンを設置したりとかいう対応もちょっとはさせていただいております。しばらく、

こちらにつきましても通学路の整備ということでしておりますので、ご理解のほうを

よろしくお願いしたいと思います。  

○議長（畑  武志君）  

 ６番、岡田泰正議員。  

○６番（岡田泰正君）  

 今、耐震の橋梁のことでお話が出てるわけなんですけれども、長井橋、あれの耐震
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補強というものの工事は終わってるんですか。  

○議長（畑  武志君）  

 馬場建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えいたします。  

 今、細かい資料は手持ちではもっておりませんので何とも言えませんけども、工事

自身の調査は終わっております。工事につきましては、今後順次行う予定をしており

まして、重要度がどの程度なるのか今、資料がございませんので、また調べておきま

す。  

○議長（畑  武志君）  

 ６番、岡田泰正議員。  

○６番（岡田泰正君）  

 調査が終わって確認がとれないということなんですけども、レベルがどういう状態

であるのか確認したいと思っております。  

 地元の方々からいろいろ話は聞くわけなんですけれども、府道から橋に入るカーブ

が物すごく入りにくいと。極端に言えば、府道から橋に入るのに直角みたいな形にな

っておってですね、加茂向いて走っていって回ろうとすると曲がれない。反対側の斜

線に膨らんで回らなきゃならないと。特に乗用車は、軽自動車とかいうんだったら比

較的楽なんですけども、ボックスというような自動車になってまいりますと非常に危

険度が多いと。橋の幅員もそこそこ狭いということで、何とか耳をつけていただくよ

うな形の工事ができないかと。耐震と合わせて、そういうような関係の仕事もしてい

ただけたらありがたいと思うんですけども、その辺の予定について確認させていただ

きたいと思います。  

○議長（畑  武志君）  

 馬場建設事業課長。  
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○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 去年、一定、岡田議員が言われる反対側の出にくいという話がございまして、電柱

を１本移設する工事をさせていただきました。これに伴いまして、長井の橋から河原

向きですね、和束向きに出るのは若干出やすくなったとは聞いておるんですけども、

確かに、今、言われるとおり、それから府道の幅員も狭い。また、橋梁の幅員も狭い

ということで、入りにくいということで、前田石油さんのほうに、一旦、車を振らん

と入れないといういろんな要望も聞いております。抜本的にかけかえるのか、それと

も隅切りをするのか、現在、それについては検討しておりますので、今後、橋梁長寿

命化の中も含めて、調査が終わり次第、計画に入りたいと思いますので、よろしくお

願いします。  

○議長（畑  武志君）  

 ６番、岡田泰正議員。  

○６番（岡田泰正君）  

 今後、耐震化の問題等々あったときに、そういうことも十分考慮した中で、もし予

算的にできるんであれば一緒に工事していただければ、幸い今のところ事故等々はな

いわけなんですけれども、非常に危険なとこと。先ほど質問があったように、歩道も

少ないということなので、ひとつよろしくお願いしたいと思っております。  

 その中で、今、社会資本整備等々について質問があるわけなんですけど、１１ペー

ジの道路新設改良費で補正前の額が１億８ ,０００万円、７ ,８００万円の補正を落と

されておられます。これは予算がつかなかったから落としたということなんですか。

その辺の金額的なところが非常に大きいと思うので、その辺のところから説明をお願

いできますか。  

○議長（畑  武志君）  

 馬場建設事業課長。  
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○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えします。  

 補正前の額１億８ ,０８２万５ ,０００円に対しまして７ ,８３４万３ ,０００円の減

額という部分でございます。  

 主なものとしましては、６ ,２００万円の工事請負費の減額と補償金の１ ,３００万

円の減額でございます。山口線、門前橋、それから舗装改良等々の補助金の申請に対

しましての減額でございます。この分だけ補助金がつかなかったと。本年については

約３０％程度の交付金に終わりましたので、その分の減額でございます。  

○議長（畑  武志君）  

 ６番、岡田泰正議員。  

○６番（岡田泰正君）  

 ことしの予算のところでもいろいろと前向きな形の中で予算計上をお願いして精力

的に上げていただいているわけなんですけど、結果的に、年度末を迎えるとこのよう

な形で減額を余儀なくされている。これについていろいろとご努力はいただいている

かと思うんですけれども、非常にこれは和束町だけじゃないと思うんですけどね、よ

り精力的に予算の獲得に向けて今後取り組んでいっていただく必要があると思うんで

すね。だらだらと年数だけ延ばして社会資本整備なりやっていくんじゃなくて、やは

り資金の集中化というような形の中でやっていただきたいと思うんですよね。  

 この中でも道路拡幅改良で７１０万円、そして過疎対策の道路舗装の関係で４５０

万円、それから門前橋の整備事業で５６０万円、それぞれ均等な金額を適当に落とし

ているというたら失礼なんですけども、落とされていると。だから、どこに集中度を

かけて工事をやっているのかというふうなところが見えないように思うんですね。だ

から、一つ一つ正確に、ことしはこれを集中的にやっていくというのが、一つの公共

事業についてのお金の集中という面で非常に僕は重要やないかと思うんです。その辺

について今後どのように考えておられるのか質問させていただきます。  
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○議長（畑  武志君）  

 馬場建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 今のご質問でございます。道路改良事業につきましては、ご承知のとおり、門前橋

と山口線でございます。これにつきましては、抜本的な改良を行うということで、数

年前から取りかかっている分でございます。  

 門前橋の部分につきましては、落橋と先ほど岡本議員からありましたように微調整

といいますか、最終的な整理の部分でございます。ほぼ終わります。  

 山口線につきましては、重要構造物がここから先の先線で２カ所ございます。その

関係で、一般会計のほうでも若干の繰り越しをさせていただいております。このお金

につきましても、そのときのお金と考えています。これは２９年度と合わせまして事

業をしたいという思いの中におります。  

 それから、舗装でございます。  

 舗装につきましては、これも同じように社会資本の中で実施している部分と維持修

繕の部分がございます。特に新設改良につきましては、幹線道路の舗装のやり直し等

を重点に行っております。  

 先ほど岡本議員のお話にもありました通学路につきましても和束笠置線、今回はち

ょっとの間ですけども、舗装を改修させていただいております。そういうのが部分で

ございます。  

 大きな原因としましては、事業の性質の問題もあるんですけども、交付金の申請時、

昨年のこの議会に一般会計として予算を要求させていただいてご承認いただくという

中で、これから先に箇所決定が打ってこられます。  

 去年につきましては、特に大きかったのが熊本震災がありまして、そちらのほうに

もお金が大分行ったのかなというところもありまして、約４０％弱の補助率に収まっ

ています。これは申請額の４０％ですので、実際に単費を余り持ち出さない状況での
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事業を行っておりますので、その分の事業費を下げてくるという形になりまして、減

額補正を今回入れさせてもらっている。  

 ただ、なぜ、そしたらもっと早い時期に減額をしないのかというご意見もあります。

これにつきましては、ここ数年ちょっと減ってはいるんですけども、経済対策等で、

若干、臨時国会で補正が組まれることがございます。こういう場合につきまして、ま

た新たに一回落とした予算をもう一回上げ直すということもなかなか難しいとこもあ

りまして、できましたら、３月議会で落としているということにつきましてはご理解

願いたいと。本来は９月の議会で見直すことが可能と思うんですけども、通常国会の

後の臨時国会の中で補正が大きく出てくるときとかのために若干置いてきたというの

も、今回のその部分の３月の減額になった原因の一つと考えております。  

○議長（畑  武志君）  

 ６番、岡田泰正議員。  

○６番（岡田泰正君）  

 極力、ご努力を期待してますんで、お願いしたいと思います。  

 それと次、水道のほうなんですけども、統合簡易水道整備事業という形の中で４ ,

４００万円大きく落とされているわけなんですけども、現在、これについての工事の

進捗はどのような形まで行っているのか。３月で一応終われるのか、また事業を翌年

度に繰り越して事業をされてようとされているのか、その点についての進捗の状況で

すね、それと、今後の展開力がどういうような形になっているのか、その点、ご説明

していただきたいと思います。  

○議長（畑  武志君）  

 馬場建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 簡水の２８年度の事業でございます。大きなものにつきましては、ほぼ完成を見て
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おります。議会で議決をいただきました伝送系が若干工事を今、残しております。２

３日にほぼ部品が入るということで、ポンプの据えかえをすれば終わりというふうに

報告を受けております。  

 あと、管の入れかえにつきましては、それから接続管につきましては工事は全部終

わりました。今、書類調査・審査をやっているところで、こちらにつきましては、現

場は全て終わっております。ですので、本年につきましては、ほぼ工事は全て完了し

ております。  

 あと、次年度以降です。次年度以降につきましては、今回の工事で管は全部つなが

りましたので、全ての施設に水を供給することができます。この関係で、来年度につ

きましては伝送系、今度は連絡系のネットワークの整備を２９年度予算で上げさせて

いただいたところです。  

 これにつきましては、申請額の予算がほぼほぼ国のほうで内諾をされているという

ことで情報は聞いております。毎年のことですと７０か８０ぐらいには抑えられると

は思うんですけども、それができますと、管路の整備についてはほぼ終わります。そ

の後、木屋の中、それから旧西部と旧木屋の水域の中の整備が若干残すというところ

にはなりますけども、２９年度でほぼ全体のものが見えてくるというように考えてお

ります。  

○議長（畑  武志君）  

 ６番、岡田泰正議員。  

○６番（岡田泰正君）  

 当初予算の中でいろいろとご心配をおかけした点は誤っておきたいと思うんですけ

れど、生活のライフラインですので、できるだけ早く統合して、安全な水質を確保し

て飲んでいただけるように期待したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 以上です。  

○議長（畑  武志君）  
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 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 少しお願いしたいと思います。  

 あと、総務課長にお聞きしたいんですけども、いわゆる先ほど通学路の安全対策の

関係で街灯の設置というものが出ておりました。いわゆる撰原のバス停から公民館に

至るまでの坂道あたり部分であるとか、あと、これは高校生等が通学路に使っており

ますけども、白栖口のバス停から白栖方面に上がる川を渡っていく細い道ですね、大

変暗い状況があるということで聞いておるんですけども、その辺の対応についてはど

うでしょうか。  

○議長（畑  武志君）  

 中嶋総務課長。  

○総務課長（中嶋浩喜君）  

 はい、お答えいたします。  

 交通安全灯、防犯灯の設置につきましては、毎年、地元の区長様に照会をさせてい

ただきまして、必要のあるところへ新設をさせていただいておるというところでござ

います。  

 その中で、通学路も含んだ形で申請をしていただいておると認識しておるわけでご

ざいますので、地元の区長様のほうからご要望がございましたら、それに基づいて新

設なり、追加なりをしていくということとしておるということでございます。  

 以上でございます。  

○議長（畑  武志君）  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 これからだんだん夕方も明るくなってはきますけども、特に冬季などは日が落ちて

きますと大変暗い状況が帰る時間帯にもあると思いますので、ぜひその辺はまた要望
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を見ていただいて善処していただきたいというふうに思います。  

 それと、これは交通対策費並びに老人福祉費に関連するんですけども、いわゆる総

務課長になるんでしょうか。高齢者の運転免許証の自主返納に対する支援についてな

んですけども、一応、これまでされた方に対して、いわゆるカードを５ ,０００円分

贈呈するということで対応されてきたんですけども、この辺についての支援の中身の

充実というか、改善等はどのように考えていらっしゃるか。  

○議長（畑  武志君）  

 中嶋総務課長。  

○総務課長（中嶋浩喜君）  

 はい、お答えいたします。  

 高齢者の運転免許の自主返納に係る対策ということで、奈良交通バスのＩＣカード

のＣＩ－ＣＡというものを、まず５ ,４００円使えるものでございますけれども、そ

れをお渡しさせていただいておるというところでございます。今年度につきましては

２名の方々に利用していただいたというところでございます。従前は住民基本のカー

ドの発行手数料を無料にしておったというところでございますけれども、マイナンバ

ーカードの発行に変わりましたので、これに切りかえさせていただいたというところ

でございます。  

 この施策につきましては、あくまでも高齢者の交通安全といいますか、高齢者の運

転によります事故の防止を進める一環という形で事業を進めさせていただいておると

いうところでございます。  

 始めるに当たっていろいろと庁内でも検討したわけでございます。これだけではな

かなか今後の自主返納された高齢者の交通の手段が確保できないんじゃないかという

ような課題も認識をしておるというところでございますけれども、まずは自主返納の

きっかけとしていただいて、高齢者の車によります事故を防止していこうという形で

進めさせていただいたというところでございます。  
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 ただ、これをまた路線バスの乗車率といいますか、利用促進に進めていくと、広げ

ていくということになりましたら、また、ほかの対策で考えていかなければならない

と思っておるところでございます。  

 自主返納分につきましては、現在のＩＣカードのチャージを進めていくというとこ

ろで検討しておるというところでございます。  

 今後いろんな方のご意見を拡充等も検討していかなければならないと思っておりま

す。  

 以上でございます。  

○議長（畑  武志君）  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  

 これは京都府のホームページになると思うんですけども、これは昨年の９月の段階

ですので、まだ変わっているとは思うんですが、各自治体でいろいろと支援内容を検

討されていたりとかしていたりということが紹介をされております。  

 言われましたように、もちろん自主返納された後、やはり自分で移動手段がなくな

るわけですから、それだけ生活というものが制限されるということは目に見えている

と思うんですね。そういう点では、やはり今のカードを５ ,０００円分だけ一回こっ

きりで渡すというだけではなかなか支援としては不十分だとは思うんです。  

 もちろん前回の予算でも出てましたような公共交通の今後をそういった方も含めて

どう支援していくかということが大もとだとは思いますけども、例えば、よく使われ

ているのは、運転経歴証明書交付手数料というのがあるらしいですけども、こういっ

たものへの助成をしていく中で、これは交付された方がそれを見せれば、いろいろな

公共サービスであるとか、いろんな面で支援があるといったことをされているところ

が一定全国では見受けられるようです。  

 そういう点では、やはり返納したことによってその方が生活的に孤立するであると
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か、生活範囲が大変狭まってしまって、いろんな意味で窮屈になってしまうというこ

とがないように、その辺をもう少しこういった例も含めて検討いただきたいというよ

うに思うんですけども、その辺もう一度いかがですか。  

○議長（畑  武志君）  

 中嶋総務課長。  

○総務課長（中嶋浩喜君）  

 はい、お答えいたします。  

 今、岡本議員がおっしゃいましたように、各自治体ではさまざまな取り組みをされ

ておるというところでございます。そういったものも参考として拡充のほうは検討し

ていきたいと思っておるところでございますけれども、全体的な高齢者の移動手段の

確保というのが重要であると認識しております。  

 今まで運転免許を持っておられて自主返納された方のみではなく、従前から、運転

免許証を持っておられない方の移動手段の確保も重要であるということでございます

ので、そこら辺の支援策につきましてはバランスをとらなければならないというよう

に思っておるところでございます。  

 いずれにいたしましても、やはり高齢者の方々が安心して住んでいただけるまちを

つくっていかなければならないと思っておるというところでございますので、今後さ

らなる検討を進めてまいりたいと思っております。  

 以上でございます。  

○議長（畑  武志君）  

 ６番、岡田泰正議員。  

○６番（岡田泰正君）  

 もう１点だけ確認したいと思うんですけれど、予算特別委員会の中で茶いくるライ

ンのことについて質問させていただきました。道路拡幅ということも非常に信楽線に

ついては課題になるわけなんですけれども、起点と終点をお伺いしたときに、高橋か
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ら山の家の間を茶いくるラインで整備したいというお話でございます。あの区間とい

うのはあの府道でも狭い、範囲の中でね。その範囲の狭い中で一応茶いくるラインの

ラインを引いていくということになれば、車道として、より狭いのにより狭くなると

いうふうなことを私、あれからいろいろと聞いてて、ちょっとこの話は腑に落ちんの

かなと思ったりしてたんですけれども、だからもう一度質問させていただくわけなん

ですけども、茶いくるラインのラインの引き方、これについてもう一度確認したいと

思います。  

○議長（畑  武志君）  

 馬場建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 お答えさせていただきます。  

 茶いくるラインについてというよりも、お茶の京都の事業についての全般的な話に

なると思いますけども、ご了承ください。  

 平成２９年度にお茶の京都を京都府のほうで、もう一つの京都ということで実施さ

れます。その関係で、山城北、山城南土木事務所管内の府道を中心に自転車を走行さ

せる道路をつくろうということで、茶いくるラインを引こうという動きがあります。

この中で京都府の山城南土木事務所につきましては、和束町管内については木津信楽

線、それから府道和束井手線、それから府道奥山田射場線、この３路線を挙げており

ます。  

 今、岡田議員の質問にございました場所ですけども、反対にですね、和束高橋のバ

ス停から今度は石寺学線、それから西和束木津線、白栖撰原線ということで、高橋の

バス停から逆に石寺のほうの町道に入りまして、和束井手の交差部、ちょうど白栖の

公民館になるんですけども、ここまでの間を町のほうでラインを引かせていただくと

いうことになります。  

 確かに、言われるとおり幅員につきましては一部改良済みのところ、一部未改良の
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ところと現在ございます。未改良のところにつきましては約７００メートル強あると

いうように聞いております。この部分についてもラインを引かせていただくようには

しておるんですけども、要は、道路に自転車が走るよということがわかるようなライ

ンを路側線のところにマーキングしていくということが今回の事業でございまして、

一部、舗装の悪いところの修繕とかも合わせて行う予定はしております。できる範囲

の道路に自転車のサイクルリストと、それからドライバーに対して、ここは自転車が

よく走っている道だというような形で見せるというような標識になろうかと思います。  

○議長（畑  武志君）  

 ６番、岡田泰正議員。  

○６番（岡田泰正君）  

 観光誘致という中で、今、自転車の話でたくさん入ってきていただいていることは

承知しているわけなんですけども、あくまでも道路をそういうような路側帯、茶いく

るラインをつくるとなると、やはり道路の拡幅をさきに担保しないとですね、現在の

道でバイシクルの側道をつくるということになると、町の中に住んでおられる生活者

の方の運行という形の中で支障が来してくる。迷惑になってくるということが非常に

私、心配なんですね。かえって、今までないほうがスッスッと行けてたんじゃないか

と。かえってあったほうが幅員が狭く感じて走りにくいんじゃないかというふうなこ

とも、いずれの路線についても幅が十分確保してて、ここを迂回するんだよというな

ら話はわかるわけなんですけども、今おっしゃっている路線全部が狭隘な狭い道なの

でね、その拡幅について何らかの措置をさきにとらないと、住んでる住民の方に迷惑

がかかると。この点について私、心配するわけなんです。その点について今後の事業

計画なりをですね、さきに持ってくるまでに、そっちのほうの仕事をさきにしていた

だかないと困るんじゃないかと思うんですけども、いかがですか。  

○議長（畑  武志君）  

 奥田副町長。  
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○副町長（奥田  右君）  

 今、岡田議員の茶いくるラインの関係でご質問いただいております。  

 これにつきましては、私も一応イメージ図は見ております。馬場課長が説明しまし

た方向で進む予定なんですけれども、まず道路に規制をかけますので、これは木津警

察の協議が絶対必要となってまいります。土木事務所も入るかわかりませんけれども、

そういった中で、一応イメージ図としてはかいておりますけれども、今、岡田議員が

言われるように、道路の安心・安全、また生活道路がもちろんかかってますので、そ

こら辺の障害の関係とか、影響ないのかとか、そういったことで、先ほど岡本議員の

通学路のペイントの関係もそうなんですけれども、全て木津警察の交通係のほうの協

議が必要となってまいりますので、そういった協議の中で今後進めていくことになり

ますので、イメージ図は一応できているんですけれども、そのとおりになるかは、部

分的には、ここはだめですよという場合も出てくると思いますので、そこら辺はご理

解のほうをよろしくお願いしたいと思います。  

○議長（畑  武志君）  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 採決は１件ごとに行います。  

 議案第８号  平成２８年度和束町一般会計補正予算（第４号）は、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第８号  平成２８年度和束町一般会計補正予算（第４号）は、原
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案のとおり可決されました。  

 議案第９号  平成２８年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第９号  平成２８年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）は、原案のとおり可決されました。  

 議案第１０号  平成２８年度和束町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１０号  平成２８年度和束町介護保険特別会計補正予算（第３

号）は、原案のとおり可決されました。  

 会議の途中ですが、ただいまから１時３０分まで休憩いたします。  

休憩（午前１１時２５分～午後１時３０分）  

○副議長（竹内きみ代君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 畑議長が体調不良のため、議事の進行は副議長の私、竹内が進行させていただきま

す。  

 暫時休憩をとらせていただきます。  

休憩（午後１時３１分～午後２時１０分）  

○副議長（竹内きみ代君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 日程第５、議案第１３号  和束町観光案内所の指定管理者の指定についてを議題と

いたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  
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○町長（堀  忠雄君）  

 議案第１３号の提案理由を申し上げます。  

 和束町観光案内所の設置に伴い、今後の運営において指定管理者制度を活用いたし

たく、その管理者につきましては、地域産業振興の観点からも、まちづくりと一体と

なった観光地域づくりの実現には商工会に重要な役割を求められる分野でもあること

から、和束町商工会を観光案内所の管理者に指定いたしたく、今回提案させていただ

いた次第であります。  

 どうか慎重審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 地域力推進課長。  

○地域力推進課長（古田良明君）  

 地域力推進課長。  

 私のほうからは、議案についてご説明をいたします。  

 議案第１３号  

和束町観光案内所の指定管理者の指定について  

 別紙のとおり指定管理者を指定したいため、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求める。  

 上記の議案を提出する。  

                         平成２９年３月２１日提 出 

                         和束町長   堀   忠  雄 

 １枚めくっていただけますでしょうか。  

 和束町観光案内所の指定管理者の指定について  

 指定管理者を次のように指定する。  

 １  管理を行わせる公の施設の名称及び位置  

   名  称   和束町観光案内所  
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   位  置   和束町大字釜塚小字京町１９番地  

 ２  指定管理者となる団体の名称  

   和束町商工会  

   会長  井上勝司  

 ３  指定管理者となる団体の住所  

   京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水１６番地の１  

 ４  指定の期間  

 平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで  

 以下、参考資料となっております。  

 指定管理者となる団体の概要につきまして。  

 １  設立年月日  

   昭和３５年１２月１７日  

 ２  設立目的  

   この法人は、和束町の地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわ

せて社会一般の福祉の増進に資し、もって国民経済の健全な発達に寄与するこ

とを目的とする。  

 ３  指定管理料  

   ６１６万８ ,０００円  

 こちらにつきましては、平成２９年度の指定管理料の金額となっております。  

 続きまして、次のページ以降につきましては、和束町商工会のほうから提出を受け

ました指定管理に係る申請書類を添付いたしております。  

 右側のページにあります表が平成２９年度の事業計画書となっております。  

 ４月１０日にオープン、５月８日から１４日に新茶の振る舞いをオープンイベント

として開催する予定となっておりまして、この年度の事業の特色といたしまして、観

光案内所登録事業所として、観光を盛り上げていただけるような事業所等の募集を行
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い、事業所の会設立に向けて取り組まれること、また現在の観光ツールとして不足し

ております店舗等の案内を兼ねたマップやポスター等の作成に取り組まれることとな

っております。  

 続きまして、次のページ、１枚めくっていただきますと、５ケ年収支計画書と事業

計画書のほうとなっております。  

 収支計画書につきましては、観光案内所そのものが収益を上げる施設ということで

はないということから、商工会が本業務を担うに当たりまして追加の負担となります

観光案内に係る職員体制の確保の人件費、また水道光熱費を初めとする管理費、事業

費等を指定管理料として町が負担するよう積算をしておるところですが、従前から商

工会が負担されている水道光熱費や平日等を含みましたいわゆる対応強化という形で

体制を敷かれる部分の人件費につきましては、商工会のほうでも負担いただくという

形になっておりますので、この表におきまして収入と支出の金額に差が生じていると

いう形になっておるところでございます。  

 また、右側ページ、事業計画書につきましては、観光案内所の基本的な業務とあわ

せまして主催事業を展開していくとともに、観光にかかわる事業所等を集約化して観

光協会を立ち上げ、法人化を進めていくという方向での事業提案をいただいておると

ころでございます。  

 次のページ以降につきましては、定款等和束町商工会に関する資料のほうを添付い

たしております。  

 以上でございます。  

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 これから質疑を行います。  

 ７番、岡本正意議員。  

○７番（岡本正意君）  
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 それでは、幾つかお聞きしたいんですけども、今回、和束町商工会が指定管理者と

して入られるということは提案されているわけですけども、もう一度、とりあえず先

ほど若干説明あったんですけども、商工会に指定管理していただくという、その理由

についてもう一度ちゃんと説明いただきたいということと、入られた場合に、今、自

身は役場庁舎内の商工会館のほうで業務されているわけですけども、こちらの施設的

な扱いというのはどうなるのか、その辺はどうでしょうか。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 古田地域力推進課長。  

○地域力推進課長（古田良明君）  

 指定管理の理由につきましてですが、今回、観光案内所ということで、観光にかか

わる案内を行っていただくという形になりますが、現在、観光のほうは和束町のほう

でさまざま取り組みを進めているところでございますが、現在、観光協会というのが

できていないということで、観光にかかわる事業者さんがなかなかできるというとこ

ろにまでは至っていないというところがございます。そういった課題もございまして、

和束町の産業として観光がしっかり位置づいていただきたいということがございまし

て、そういった観光案内業務に商工会が中心を担っていただく。また、そういった形

の中で観光協会という形をつくって、いわゆる地域を挙げての観光のまちづくりとい

う形の方向性をつくっていきたいということから、今回、和束町商工会のほうを指定

管理者として指定させていただきたいという形にさせていただいておるものでござい

ます。  

 あと、もう１点、現在使っておられます事務所の取り扱いにつきましてということ

ですが、こちらにつきましては、今回、観光案内所の開設に伴いまして、商工会のほ

うの職員にもフォローアップ当然入っていただくような形で、事務所そのものを向こ

うに移転していただくという形で考えております。そのため、こちらの部分で一定事

務所の部分があいてくる部分につきましては、逆に、役場のほうの事務所の事務スペ
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ースの不足等何らかの形での対応という部分で、役場のほうで使わせていただけない

かというところで、現在、話のほうを進めているところでございます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 ７番、岡本議員。  

○７番（岡本正意君）  

 それで、これは確認ですけども、いわゆる観光案内所に商工会が移られて、いわゆ

る商工会としての通常業務というものもそこで行われるということだと思うんですけ

れども、いわゆる観光案内所としての業務を行う、いわゆる通常業務とはまた分離し

た、もちろん完全に分離は、今、言われたように何らかフォローとかあるとは思うん

ですけども、いうものがまた別のスタッフを雇われて独自に業務を行うということで

よいか、その辺、確認をしたいと思います。  

 もう１点は、案内所の施設の関係ですけども、あそこは２階建てになっております

ね。１階はいわゆる案内スペースであるとか、商工会の事務所スペースであるとか、

一定決められたスペースだと思うんですけれども、２階についていえば、いわゆる会

議室等ですね、いろいろ一定小規模でのイベントとか、何かもできないことはないと

は思うんですけども、そういうスペースなんかの利用についての規定とかですね、あ

そこは例えばどういう方が使えるのかとか、どういう条件なら使えるのかというよう

な、そういった利用規程というようなものはつくられるのかどうか、その辺はいかが

でしょうか。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 地域力推進課長。  

○地域力推進課長（古田良明君）  

 岡本議員のご質問にお答えいたします。  

 まず、１点目ございましたスタッフの件でございますが、今回、指定管理料のほう

を予算のほうでもお願いをさせていただいたんですけれども、いわゆる観光の専用の
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スタッフという形で新しく雇っていただいて、基本的にはその方が中心に対応いただ

くと。ただ、一人ではなかなか対応できないという部分がありますので、そこは商工

会としてフォローアップしていただくという形を原則でしていただく形になっており

ます。  

 また、二つ目いただきました２階の会議室の取り扱いにつきましてですが、こちら

につきましてもですね、利用範囲等を定めた規程のほうを定めていきたいと思ってお

りまして、こちらのほう、最終的な管理は現場に指定管理を受けます商工会のほうで

していただく形にはなるかなと思うんですけれども、利用していただけるような形で

の規程整備は行うという予定で考えております。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 ７番、岡本議員。  

○７番（岡本正意君）  

 その場合ですね、いわゆるこの前の観光案内所の設置条例のほうでは、一定、営業

時間というか、開館時間というものを設けておられたと思うんですね。例えば、２階

とかを開館時間内に使うという、一般的に開放して使っていただくということはある

とは思うんですけども、夜間であるとか、そういった部分での利用なんかは考えてお

られるのかどうかですね、その辺、もう一度確認をしておきたいと。その辺の管理な

んかはどのように想定されているのかということを聞いておきたいと思います。  

 それから、収支計画が出されているんですけども、先ほど説明がありましたように、

当初、私、上と下が１００万円ほど違うのでね、初めから赤字でずっと行かれるのか

なと思ったんですけども、いわゆる水光熱費については商工会が持たれるということ

で、その分を差し引いた中で若干の利益というか、プラスにするとするというような

ことだと思うんですけども、その上でですね、先ほど何かもうけるというか、そうい

う施設ではないということであったと思うんですけども、一応、売り上げ収入とか事

業収入というのは設けておられると思うんですね。この売り上げ収入というのが２９
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年度が３万２ ,０００円で、３３年度が９万円というふうになっておりますけども、

これはどういうことを売るということで想定してこういった数を上げておられるのか

ですね。  

 それから、事業収入も当初３０年度が１万円、３３年度に３万円ということで、そ

れぐらいの収入しかない事業というのは一体どういう事業なのかというように思った

わけですけども、その辺もちょっと説明いただけるでしょうか。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 地域力推進課長。  

○地域力推進課長（古田良明君）  

 まず、夜間の取り扱いにつきましてですが、会議室等につきましては、言っていた

だきましたとおり、条例の時間中の利用というのを前提で考えておりまして、現在、

夜間につきましては、会議等があれば、テラス和束につきましては一定夜間も含めて

借りたりするという形でしておりますので、当面といいますか、今回の案内所のほう

を夜間もあけてという形では現在考えてはいないところでございます。  

 あと、もう一つ、その他収入で販売売り上げ収入の考え方につきましてですが、こ

ちらにつきましては、先ほど説明で申し上げたんですけれども、できましたら、観光

案内所登録事業者という形で、いわゆる観光を支援していただくような事業者を集め

てということをまず考えておりまして、そういったところを中心になるかと思うんで

すが、和束町いわゆる特産品のほうを置かせていただいて、基本的には、特産品につ

きましては、カフェ、あるいはそれぞれの店舗というのがございますので、そちらの

ほうを案内させていただくというのを基本では考えておるんですが、一部購入された

いという場合につきましては、こちらでも売ってますよというような体制をつくって

いきたいということで考えておりまして、専門の販売スペースとして大きく置いてい

るということもないという点もございまして、そういった形で、売れた形の一部とい

う形の部分を手数料という形で収入していくということをイメージしてつくっていた
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だいておるものでございます。  

 また、あと、事業収入が少ないかなというようなお話をいただいておった部分にな

るんですけれども、こちらの部分につきましては、商工会のほうと実際にいただいた

店舗さんとかと一緒に企画していきたいなというようなあたりで話をいただいておる

ところでございます。恐らく、そういった例えば飲食を何らの形で楽しんでいただく

ようなイベントの開催であったり、あるいは、まち歩きというような形で町内をめぐ

っていただくようなツアーの開催といったような形の事業展開になるのではないかと

いうような形の推測の中で、こういった形で挙げていただいておるというような状況

でございます。  

 よろしくお願いいたします。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 ７番、岡本議員。  

○７番（岡本正意君）  

 それとですね、あと、その他補助金収入というのが平成３１年度に２０万円、３２

年度に１０万円、３３年度に１００万円というふうに、どういうあれでこうなってい

るのかわからないんですけれども、この補助金収入って一体何を想定された予算にな

っているのかというのを確認させていただきたいのと、一応、先ほどありましたよう

に、一定、水光熱費以外の分についていえば収支とんとんということで出されている

ということなんですけども、いろんな意味で誤差というか、収支の差が出てくるとい

うことはあると思うんです。いわゆる指定管理料として指定されている予算よりも、

例えば経費のほうが上がってくるとかいうこともいろんな意味で想定はできると思う

んですけども、そういった場合の補填というか、もし仮に一定の額の赤字といったら

変ですけども、指定管理料を上回る経費が発生した場合の扱いというのはどのように

お考えなのか、その辺いかがですか。  

○副議長（竹内きみ代君）  
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 地域力推進課長。  

○地域力推進課長（古田良明君）  

 原則的には指定管理料となりますので、その予算委託の枠内でやっていただきたい

というのが大原則かなと思っております。そういった激甚災害じゃないですけど、何

か究極の事態があってという場合であれば、そういったことも対応というのはあり得

るかなと思っております。  

 ただ、一方で、言っていただいていますとおり、３１年度、３２年度といった今後

の事業展開という部分につきましては、現在のところ予測している状況とその時点と

で変わってくるということも当然推測されますので、今回、とりあえず５年先までの

見込みという形で目標を挙げていただいている状況ではございますが、指定管理料に

つきましては毎年度見直しながら、議会のほうで予算という形でご承認いただいて、

その中でやっていくというのを原則で考えておるところでございます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 ７番、岡本議員。  

○７番（岡本正意君）  

 一応、毎年そういった形でまた議会にも諮りたいということですけども、ただ、や

はりそうだと、結局、指定管理料というのは膨らんでくるという可能性もありますし、

そこはやはり商工会として指定管理として入るんであれば、やはりその辺を考えた中

で経営いただくということが基本だというふうに思いますので、ある意味、安易な形

でいわゆる指定管理料を上げていくとかいうことはよろしくないというふうに思いま

す。  

 最後にですね、こちらのもう一つのほうの事業計画書があると思うんですけども、

その中の冒頭の４行の中に、観光客のエントランス的役割を担うとともに、和束町民

の利便を図り、観光協会設立に向けた事業を行うというふうになっておりますけども、

この町民の利便を図るということが盛り込まれているんですけども、これはどういう
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ことをもって町民の利便を図るということが想定されているのか、どういうことを想

定した形でこの利便を図るとなっているのかということを具体的にあればお聞きした

いと思うんですよ。  

 そういった意味で、今回、商工会がそこに入られるということが今、提案されてい

るわけですけども、やはりもちろん観光案内所ですから、何でも使えるということじ

ゃないと思うんです。一定目的を持った施設ですから、そこに施設ができたから、何

でもかんでもほうり込んでやればいいということではないとは思うんですけども、た

だ、やはり今の和束町のいろんな地域の状況とかを考えて、特にマーケット的な部分

での機能というものがどんどん衰えていっていると。いわゆる商店がなくなっていっ

ているという状況がありますので、商工会が入られるという意味でいえば、そういっ

たことを束ねておられる団体ですから、そういった施設なんかも一定、まちの真ん中

にあるという、そういう点では利便もあるわけですから、そういうことも含めた今後

の検討というのも、やられる中で必要じゃないかと思うんですけども、それも含めて

ですね、ここに掲げてる町民の利便を図るということの中身について、全時点のとこ

ろでわかれば説明いただきたいというふうに思います。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 副町長、答弁。  

○副町長（奥田  右君）  

 岡本議員のご質問にお答えしたいと思います。  

 まず、今回の観光案内所の委託なんですけれども、まず商工会ということで今回提

案させていただいております。  

 まず、公共施設ですので、直営にするか、あとは指定管理者制度を使って外部に出

すかと、こういう考え方があるわけなんですけれども、予算特別委員会でも質問が出

てましたように、観光課をあっこに置いて、それで分室みたいな形でやっていくとい

う形も考えられると思います。ただ、そういった場合は、住民サービスの中で、本館
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から離れる、また観光課だけを置くといった基本のまちではございませんので、他の

業務も抱えておりますので、そこに分室をつくるいうのは、これは住民サービスから

いうてもかなり厳しいということで、今回、商工会に委託するという考えを持ってお

ります。  

 それで、経費の関係なんですけれども、やはり直営でやるより効率的、また経済的

にやれるといったことがメーンになってまいります。やっぱりボランティアでなかな

か運転していただくいうのもかなり厳しい問題もございますので、やはり平日におき

ましても、最低、ああいった施設を管理していく場合は、複数の人が絶対必要になっ

てまいります。最低２人以上は常時置いておかなければならないと。また、土曜日、

日曜日も、観光案内所ですので、当然あけてまいります。  

 そういった意味で、やはり人件費を今、見ておりますのは、１人半ぐらいの人件費

しか見ておりませんので、電話対応、またお客さん対応を含めましたら、商工会の力

をおかりして、２人分のカバーを商工会のほうでしてもらいたいと、こういった狙い

がございます。そういったことで、今回、課長が説明しましたように、将来的な観光

強化も含めまして、末を見た中での商工会に委託したいといった内容でございます。  

 それと、住民サービスの関係なんですけれども、今、商工会のほうで買い物支援と

いった２８年度で実験をしていただいております。これは高齢社会を迎えるに当たっ

て、なかなか車とかに乗れない方をどうサポートしていくのか、これは福祉のほうで

もやっていただいておりますけれども、商工会のほうでやっていただいて、あこが拠

点になればなというように考えております。  

 それと、今後、コミュニティバスも含めまして、一定ああいったところは拠点にな

って、住民の憩いの場所も含めた場所になったらいいかなということで、今後はそう

いったことも商工会のほうで計画していただいて、すぐにはいきませんけれども、そ

ういったこともにらんだ中での地域の中心地みたいな形で進めていきたいと、このよ

うに考えております。  
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○副議長（竹内きみ代君）  

 ５番、井上議員。  

○５番（井上武津男君）  

 それでは、私からは１点だけですけれども、お尋ねしたいと思います。  

 ２９年度予算のときにもお尋ねしたんですけれども、ＥＶの運用の方法については

どのようにされるかということをお尋ねしたいと思います。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 地域力推進課長、答弁。  

○地域力推進課長（古田良明君）  

 先日いただきましてからお調べもさせていただきまして、他の市町村と実際に運用

されておられるところの状況を確認いたしますと、いわゆる利用要綱というのを結構

設置されておるところがございまして、和束町の観光案内所の部分につきましてもで

すね、充電器利用に関する利用要綱というのを設置する形で進めさせていただきたい

なと思っております。  

 また、充電器につきましては、有料のものを契約してやっていくという形になりま

すので、一定、無料でいわゆる電気を盗むような盗電というようなことは発生しない

ということは考えておるんですけれども、充電器の利用時間につきましても、一定、

こちらの観光案内所の開所時間というのを前提に、時間を区切って利用していただく

というような形での利用を進めてまいりたいと考えておるところでございます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 ５番、井上議員。  

○５番（井上武津男君）  

 結局、要綱はちゃんとそういう形でできてるということですね。  

 わかりました。それでしたらもう結構ですので、よろしくお願いします。  

○副議長（竹内きみ代君）  
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 ６番、岡田議員。  

○６番（岡田泰正君）  

 それではですね、指定管理者制度の中で指定管理者の指定期間という問題があるん

ですけれど、この期間というものはその事業の妥当性とか施設の運営に非常に影響を

及ぼす問題があろうと考えております。施設の特性とか、そういった専門性、そうい

ったものを考えた中で、５年という期間、これが長いのか短いのかというものは一応

議論の的になると思うんです。  

 期間というものは、その施設によって弾力的に決めたらいいというふうな形になっ

ているわけなんですけども、今回、５年と決められた根拠いうんですかね、妥当だと

解釈されたところにはどういうことであったのかお知らせいただきたいと思います。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 副町長、答弁。  

○副町長（奥田  右君）  

 まず、期間の５年なんですけれども、一つは、ワールドマスターズをにらんでおり

ます。これは平成３３年ですか、２０２１年に本番を迎えます１年前、３２年にはそ

の体制を整えたいと、このように考えております。  

 その場合、今月の２７日に関西ワールドマスターズの京都の実行委員会の準備委員

会が開催されます。これは町のほうからと、あと教育委員会、体協のほうも出ていた

だくんですけれども、それのときに大会の要綱とか、そういったことが協議されます。

そして、４月には多分、京都府の実行委員会が立ち上がると思います。そうなってき

ますと、やはり今後、マスターズを迎えるに当たっては、食、そして住居、そうした

ものをどう切り回していくのかが大きな問題になってまいります。もちろん運送の関

係とかいろいろ出てくると思うんですけれども、その場合に、やっぱり商工会がかな

り中心的な役割を示していただくんじゃないかなと、こう考えております。  

 この計画書を見ていただいたら書いているんですけれども、観光協会の法人化設立
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に向けて商工会にお願いをしております。だから、マスターズを中心に今のところ動

いて、それまでに商工会の会員さんは個人、法人を入れて今１９０名ほどおられます。

そのほとんどの方が商工会に入っておられますので、いろんな分野でマスターズは助

けていただけるんかなと、このように考えております。そういった意味で、一応５年

ということを見据えて今、計画を立てております。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 ６番、岡田議員。  

○６番（岡田泰正君）  

 大体内容はわかりました。  

 それとですね、今度は人的な形の中でちょっと質問させていただきたいと思うんで

すけども、今回、観光的な形になると結構専門分野いうんですか、知識ですか、和束

町にとって何を観光として取り上げて、また、埋もれた施設を拾い上げて観光として

の価値を高めていく仕事もあろうと思いますし、そういったことをかなり和束の中で

も広範囲の中で携わっていくのが観光事業であると考えてますので、その中で今回、

観光業の案内に携わっていただく人がどのような形の方がメンバーになられるのか。  

 私、ちょっと耳に挟んでおるところでは、協力隊の方がその施設の観光の中で携わ

っていこうということも聞いております。しかし、その方については、一応、任期が

３年だということで、私の考えの継続性、これこそ５年、１０年という形の長いスパ

ンの中で観光案内に携わっていただける方が非常にいいんじゃないかと、このように

考えて、ちょこちょこ人が短期間でかわるようなことでは和束の観光案内に対する深

掘りというものができないであろうと考えておりますので、そういうことで、３年の

方が観光案内所に入られると。  

 そうすると、次にまた新しい方を補充しなきゃならない。素人の方を補充しなけり

ゃならない。こういったことではなかなか観光事業としての先が見えてこないように

思うんですけども、その点についてお伺いしたいと思います。  
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 メンバー等何人ぐらいの体制でやられるのかということについて、それも一つお答

えいただきたいと思います。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 副町長、答弁。  

○副町長（奥田  右君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 まず、観光案内所なんですけれども、ここの運営の考え方なんですけれども、今、

活性化センターも観光業務をやっております。そういったことのすみ分けも必要かな

と考えております。  

 まず、観光案内所は今、設置したとこなんですけれども、以前、観光客が役場にこ

られましたときに何をお聞きになるかといいますと、名所・旧跡はインターネットと

か、今やったら茶源郷とかそういうのを出してますので、大概は知っておられます。

ただ、場所がどこにあるのか、どうやっていったらええのか、それで駐車場とかそう

いうなんはどうしたらええのかとか、そういうことを基本的に観光客は聞かれます。

それをまずきちっと説明できるようにパンフも含めてつくっていきたいと考えており

ます。  

 それとやっぱり大事なのは、今、生活空間に景観を入れてますので、それが観光と

して売ってますので、どうしても住民の方にご迷惑かけるといったことで、今までで

も地域懇談会に行きましたらそういったお話がございます。やはりそういったルール

を守っていただく、マナーを守っていただくと、この方法をきちっと観光案内所で提

供していきたいと、このように考えております。  

 だから、今のところ、活性化もこの観光をかなりやっておりますので、ツアーとか

入ってこられましたら、観光案内所にかかった場合は活性化のほうにリードしていた

だいて、活性化のほうでボランティアの方もありますし、有償のガイドも持ってます。

その方らにきちっと案内していただいて観光めぐりをしていただくと。  
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 観光案内所というのは、情報をいかに上手に出すかということが肝心だと考えてお

りますので、今のところ、それなりのスタッフ１人、あと土日のスタッフを育成して

もうてますけれども、あとは商工会のほうも観光についてはやはりかかわっておられ

ますので、皆さん、知識は持っておられます。そこら辺で助けていただいてやってい

きたいと、このように考えております。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 ６番、岡田議員。  

○６番（岡田泰正君）  

 観光案内所については私も思うんですけども、サービス水準の維持、低下をさせな

いこと、これが一つ。それから、施設運営に携わる人の育成、これは非常に大事であ

ろうと思っております。そして、指定管理者がその事業をどのように自分のマネジメ

ントの中でフットワーク軽くこの事業を進めていくのかということになろうかと思う

んですね。  

 今、おっしゃるようなことも観光案内所はサービス、情報発信だというふうな答弁

だったと思うんですけども、そのほか外部団体、それの丸投げした中で観光ボランテ

ィアとかそういうとこに任せてしまうんだというふうなことでは、この観光案内所と

しての機能というものは余り期待できないんじゃないですか。その辺はいかがですか。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 副町長、答弁。  

○副町長（奥田  右君）  

 もちろん和束の旧跡・名所、それと一定の知識というのは当然勉強していただくし、

わかってもらうように指導はしていかないとと思います。  

 それが観光案内所のもちろんメーンなんですけれども、今、実質的に観光案内所と

か、よそのとこも聞いてみたら、一番多い質問といいましたら、やっぱり場所とか、

そういった情報を出していただきたいというのがやはりメーンになってまいりますの
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で、そういった勉強をしていただくのはもちろんなんですけれども、そういったいろ

んな情報を発信していくという方法は一番メーンになってくると思います。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 ６番、岡田議員。  

○６番（岡田泰正君）  

 いろいろと申し上げましたけども、一つだけ最後に申し上げたいのはですね、指定

管理者という施設そのものは、そういった管理等々のものについて丸投げをしないと

いうことが僕は前提にあると思います。そのための指定管理者制度であると思います。

だから、その点は十分ご理解いただいた中で、今後の観光案内所についての運営とい

うものを十分理解していただいて運営していただきたいと、このように思っておりま

すので、よろしくお願いします。  

 以上です。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 議案第１３号  和束町観光案内所の指定管理者の指定について、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。  

 起立多数です。  

 したがって、議案第１３号  和束町観光案内所の指定管理者の指定については原案

のとおり可決されました。  

 日程第６、議案第１６号  和束町税条例等の一部を改正する条例を議題といたしま
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す。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第１６号の提案理由を申し上げます。  

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び

地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一

部を改正する政令等の一部を改正する政令が平成２８年１１月２８日にそれぞれ公布

され、いずれも原則として公布の日から施行されることとされました。  

 また、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が平成２８年６月７日に公布さ

れ、原則として公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行されることとされました。  

 これに伴い、和束町税条例等の一部を改正する必要が生じましたので、提案させて

いただいた次第であります。  

 慎重審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（細井隆則君）  

 では、私のほうから、議案第１６号につきましてご説明申し上げます。  

 議案書のほうをよろしくお願いいたします。  

 議案第１６号  

和束町条例等の一部を改正する条例  

 上記の議案を提出する。  

                         平成２９年３月２１日提 出 

                         和束町長   堀   忠  雄 
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 議長のお許しを得ておりますので、改正概要によりましてご説明させていただきた

いと思います。  

 十数ページめくっていただくことになりますが、下に２８ページと打っております

資料をごらんいただきたいと思います。  

 まず、改正条項が幾つかありますが、一つ一つご説明申し上げます。  

 まず、第３６条の２につきましては、町民税の申告の部分でございます。これにつ

きましては、法律改正に合わせた改正となっております。  

 内容といたしまして、仮認定特定非営利活動法人という名称を特例認定特定非営利

活動法人に名称変更する内容となっております。それに伴います規定の整備でござい

ます。  

 続きまして、附則第７条の３につきまして、こちらにつきましても、法改正による

ものでございます。  

 個人住民税における住宅ローン控除制度の適用期限の延長が内容となっておりまし

て、条文上、「平成２２年度から平成４１年度まで」となっている内容ですが、改正

によりまして「平成２２年度から平成４３年度まで」ということになります。  

 また、これに合わせまして、居住年が平成３１年までとされているところ、平成３

３年までというふうに改めることとなっております。  

 続きまして、昨年６月議会でご議決いただきました税条例の一部改正でございます

が、未施行部分の改正になっております。  

 まず、平成２８年の改正の第１条中の附則の第１６条につきましては、軽自動車税

の税率の特例でございます。  

 これも法改正に合わせた改正でございまして、軽自動車税のグリーン特例（軽課）

といいますが、グリーン化特例の１年延長に係る規定の整備でございます。  

 続きまして、改正条例の第１条の２中の附則第１６条、これにつきましても法律改

正に合わせた改正でございます。  
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 内容といたしましては、軽自動車税の環境性能割の導入の時期が変更となったこと

に伴う規定の整備でございます。  

 平成３１年１０月１日が導入時期となります。  

 続きまして、改正条例の附則の第１条でございます。施行期日の関係でございます。  

 こちらも法律改正に合わせた改正で、法人税割の税率引き下げ及び軽自動車税の環

境性能割の導入の時期が変更となったことに伴います施行期日の変更でございます。  

 具体的には、平成２９年４月１日が平成３１年１０月１日と改正となります。  

 続きまして、改正条例の附則第２条の１、こちらにつきましても法律改正に合わせ

た改正でございます。  

 法人税割の税率引き下げの時期が変更となったことに伴います規定の整備でござい

ます。  

 こちらにつきましては、３１年１０月１日施行分となっております。  

 めくっていただきまして、２９ページでございます。  

 ２８年の改正条例の附則第３条の２でございます。軽自動車税に関する経過措置の

規定でございます。  

 こちらにつきましては、法規定の新設に合わせた新設の条文となっております。  

 軽自動車税の環境性能割の導入の時期が変更となったことに伴う軽自動車税のグリ

ーン化特例の１年延長に係る経過措置の新設の分でございます。  

 ２９年４月１日施行分となっております。  

 最後に、２８年の改正条例の附則第４条でございます。こちらにつきましても法律

改正に合わせた改正となっております。  

 軽自動車税の環境性能割の導入の時期が変更となったことに伴います適用年度の変

更でございます。  

 平成２９年度が平成３２年度ということに改められます。  

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  
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○副議長（竹内きみ代君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 議案第１６号  和束町税条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１６号  和束町税条例等の一部を改正する条例は、原案のとお

り可決されました。  

 日程第７、議案第１７号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議

題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第１７号の提案理由を申し上げます。  

 育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部

が改正されたことに伴い、育児休業等の対象となる子の範囲に特別養子縁組の監護期

間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等の規定を加えるため、職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、提案させていただいた次
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第であります。  

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 総務課長。  

○総務課長（中嶋浩喜君）  

 議案第１７号のご説明を申し上げます。  

 議案第１７号  

職員の育児休業等に関する事例の一部を改正する条例  

 上記の議案を提出する。  

                         平成２９年３月２１日提 出 

                         和束町長   堀   忠  雄 

 裏面に改正条文を載せさせていただいております。  

 事前に議長のお許しを得ておりますので、資料に基づきご説明申し上げます。  

 資料Ｎｏ .１７ということで新旧対照表を載せさせていただいております。その後

に、概要を載せさせていただいております。  

 町長の提案理由にもございましたように、育児休業、介護休業等育児または家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正されたことに伴いまして、働きなが

ら育児がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間及び人事院勧告等を踏まえて規

定の改正内容に準じて、職員の育児支援に係る以下の規程等の改正を行うものでござ

います。  

 主な改正内容ということで、育児休業等の対象となる子の範囲の見直しでございま

す。今回、育児休業等の対象となる子の範囲に民法に基づく特別養子縁組を成立させ

るために必要な監護期間である特別養子縁組の監護期間中の子及び将来的に養子縁組

を結ぶことを前提とした養子縁組里親に委託されている子等を加えるということでご

ざいます。  
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 施行日については、平成２９年４月１日となっております。  

 以上でございます。よろしくお願いします。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 議案第１７号  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１７号  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

は、原案のとおり可決されました。  

 会議の途中ですが、ただいまから３時１５分まで休憩します。  

休憩（午後３時００分～午後３時１５分）  

○副議長（竹内きみ代君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 岡田  勇議員から早退の届けが出ております。  

 日程第８、議案第１８号  職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  
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○町長（堀  忠雄君）  

 議案第１８号の提案理由を申し上げます。  

 育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部

が改正されたことに伴い、介護休業の分割取得が可能となること、介護のための所定

労働時間の短縮処置等についての規程を定めるため、職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部を改正する必要が生じましたので、提案させていただいた次第でありま

す。  

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 総務課長。  

○総務課長（中嶋浩喜君）  

 議案第１８号のご説明を行う前に、おわびを申し上げます。  

 議案書の条例の表記に誤りがございました。議長宛てに事件訂正をさせていただき

まして、差しかえ文をお手元にお渡しさせていただいております。大変申しわけござ

いませんでした。よろしくお願い申し上げます。  

 議案第１８号  

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  

 上記の議案を提出する。  

                         平成２９年３月２１日提 出 

                         和束町長   堀   忠  雄 

 次のページ、裏面ですけれども、改正条文を載せさせていただいております。  

 これにつきましても、事前に議長のお許しを得ておりますので、資料に基づきご説

明申し上げます。  

 資料Ｎｏ .１８ということで、新旧対照表をつけさせていただいております。  

 その後に一部改正の概要をつけさせていただいております。  
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 この改正につきましても、先ほどと同様、育児休業、介護休業等育児または家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正されたことに伴い、働きながら介護

がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間及び人事院勧告等を踏まえて規定の改

正内容に準じて、職員の介護支援に係る以下の規定等の改正を行うものでございます。  

 主な改正内容ということで、１点目で、介護休業の分割取得、第１５条関係でござ

います。  

 介護休業について、連続する６カ月以内の休暇が認められておりましたけれども、

それを３回を上限として分割して取得できるように改正を行うものでございます。  

 ２番目として、介護のための所定労働時間の短縮措置ということで、第１５条の２

関係でございます。介護休業とは別に連続する３年間の期間内において、介護のため

に１日のうち２時間を越えない範囲内で勤務しない介護時間を取得できることができ

るよう改正を行うものでございます。  

 ３番目で、介護を行う職員の早出遅出勤務の制限ということで、第８条の２第４こ

うでございます。日常生活を営むのに支障がある者のいる職員がその者を介護するた

めに請求を行った場合、公務の支障がある場合を除き、早出遅出勤務をさせてはなら

ないことの改正を行うということでございます。  

 施行日及び経過措置でございますけれども、施行日は平成２９年４月１日でござい

ます。改正前の条例によりまして、介護休暇の承認を受けた職員については、改正前

と改正後の休暇期間が６カ月以内とする経過措置を定めるということでございます。  

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  
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 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 議案第１８号  職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１８号  職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例は、原案のとおり可決されました。  

 日程第９、議案第１９号  和束町介護保険条例の一部を改正する条例を議題といた

します。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第１９号の提案理由を申し上げます。  

 今般、介護保険法施行令の一部を改正する政令が平成２９年４月１日に施行される

ことに伴い、平成２９年度分の介護保険料率の特例を定めるために条例の一部改正を

提案するものでございます。  

 慎重審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 続きまして、私のほうからは、議案第１９号の説明を申し上げます。  

 議案第１９号  
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和束町介護保険条例の一部を改正する条例  

 上記の議案を提出する。  

                         平成２９年３月２１日提 出 

                         和束町長   堀   忠  雄 

 １枚めくっていただきまして、和束町介護保険条例の一部を改正する条例でござい

ます。  

 事前に議長のお許しをいただいておりますので、資料Ｎｏ .１９、和束町介護保険

条例の一部を改正する条例の概要に基づいてご説明させていただきます。  

 制定理由でございます。  

 介護保険法施行令の一部を改正する政令が平成２９年４月１日に施行され、平成２

９年度における第１号被保険者の介護保険料の段階の反対に関する基準の特例としま

して、現行の所得指標である合計所得から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別

控除額を控除した額を用いることができることになりましたが、介護保険料は原則３

年間同一の保険料を用いることとされておりますので、市町村が新たな所得指標を用

いる旨を条例で定め、平成２９年度の介護保険料の算定に用いることができるよう和

束町介護保険条例の一部を改正するものです。  

 改正する条例の概要でございます。  

 平成２９年度における保険料率の特例を追加させていただきます。  

 平成２８年度と同額の保険料率を定めるとともに租税特別措置法に規定されます長

期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとい

たします。  

 具体的な事例としましては、公共施設等収容交換等のため土地等を譲渡した場合、

最大５ ,０００万円控除の特例、また、居住用財産を譲渡した場合、最大３ ,０００前

の控除の特例等を適用した後の金額を用いて保険料率を算定するものでございます。  

 第１号被保険者介護保険料でございます。  
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 第１段階につきましては３万２ ,１６０円、前年度比較増減なし。  

 第２段階、４万６ ,４４０円、同じく増減なし。  

 第３段階、５万３ ,５８０円、増減なし。  

 第４段階、６万７ ,８６０円、増減ありません。  

 第５段階、７万１ ,４００円、増減ありません。  

 第６段階、８万９ ,２８０円、増減なしでございます。  

 第７段階、９万９ ,６００円、増減はありません。  

 第８段階、１１万４ ,２４０円、増減はございません。  

 第９段階、１２万８ ,５２０円、増減ございません。  

 第１０段階、１４万２ ,８００円、増減ございません。  

 第１１段階、１４万９ ,９４０円、増減ございません。  

 第１２段階、１５万７ ,０８０円、増減なしでございます。  

 第１３段階、１６万４ ,２２０円、こちらについても増減はございません。  

 条例の施行予定日でございます。平成２９年４月１日でございます。  

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  
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 議案第１９号  和束町介護保険条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１９号  和束町介護保険条例の一部を改正する条例は、原案の

とおり可決されました。  

 日程第１０、議案第２０号  和束町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第２０号の提案理由を申し上げます。  

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律が公布され、平成２８年４月１日に介護保険法が改正されました。  

 この介護保険法改正では、１８人以下の通所介護事業所が地域密着型通所介護に移

行することになり、介護保険法上のサービスの基準については、厚生労働省令に基づ

き各自治体の条例で定めなければならないことから、関係条例の一部改正を提案する

ものでございます。  

 慎重審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（岡田博之君）  

 続きまして、議案第２０号の説明を申し上げます。  

 議案第２０号  

    和束町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する  

    基準等を定める条例等の一部を改正する条例  
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 上記の議案を提出する。  

                         平成２９年３月２１日提 出 

                         和束町長   堀   忠  雄 

 １枚めくっていただきまして、和束町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例でございます。  

 事前に議長のお許しをいただいておりますので、概要に基づいて説明させていただ

きたいと思います。  

 改正条例の次に、資料Ｎｏ .２０で新旧対照表を載せさせていただいております。  

 新旧対照表それぞれ第１条関係、第２条関係、第３条関係とございます。  

 その次に、和束町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例等の一部を改正する条例概要を載せさせていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。  

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律が公布され、平成２８年４月１日に介護保険法が改正されました。  

 この介護保険法改正では、旧来の小規模通所介護、デイサービスの区分が見直され、

町長のほうからもありましたように、１８人以下の通所介護事業所が地域密着型通所

介護に移行されることになりました。  

 町内には対象施設はございませんが、町外の対象となる施設で現在も利用されてい

る住民の方がありまして、介護保険法上のサービスの基準については、厚生労働省令

に基づき各自治体の条例で定めなければならないため、この法改正に伴い、関係条例

の改正が必要になるものでございます。  

 今回改正させていただく条例でございます。  

 和束町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２５年条例第５号）、和束町指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための
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効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２５年条例第６号）、和束町

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２７年条例第１０号）

でございます。  

 改正条例の概要でございます。  

 第１条につきましては、要介護認定者の利用に係る地域密着型通所介護及び指定療

養通所介護サービスに関する基本方針、人員、設備、運営に関する基準を定める条文

の追加でございます。  

 第２条関係でございます。要支援認定者の利用に係る地域密着型通所介護サービス

に関する条文の追加及び法改正に伴う文言の修正でございます。  

 第３条関係につきましては、法改正に伴う文言の修正を行っております。  

 法改正で地域密着型通所介護につきましては、利用者は事業所のある市町村に限定

されておりましたが、本条例を改正することにより、平成２８年４月以前より利用さ

れているサービスにつきましては、引き続き利用できることとなります。  

 条例の施行予定日につきましては、公布の日となっております。  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  
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 これより、採決いたします。  

 議案第２０号  和束町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第２０号  和束町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり可決さ

れました。  

 日程第１１、議案第２１号  湯船辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ

いて、提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第２１号の提案理由を申し上げます。  

 湯船辺地に係る公共的施設を総合的に整備するため。「辺地に係る公共的施設の総

合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」３条の規定により、本計画の変更

を提案させていただいた次第でございます。  

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 総務課長。  

○総務課長（中嶋浩喜君）  

 議案第２１号のご説明を申し上げます。  

 議案第２１号  

湯船辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について  

 湯船辺地に係る公共的施設を総合的に整備するため、別紙のとおり総合整備計画を

変更したいので、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関
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する法律第３条の規定により議会の議決を求める。  

                         平成２９年３月２１日提 出 

                         和束町長   堀   忠  雄 

 裏面が変更後の総合整備計画書でございます。  

 議長のお許しを得ておりますので、資料によりご説明申し上げます。  

 新旧対照表をつけさせていただいております。これに基づきご説明申し上げます。  

 まず、辺地の概要の辺地度点数でございますけれども、１２５点から１２８点に変

更でございます。  

 これにつきましては、南医院閉院に伴い近くの医療機関からの距離が遠くなったと

いうことで、３点上がっておるというところでございます。  

 あと、公共的施設の整備を必要とする事情でございます。  

 前段部分は変更なしということでございますけれども、また、少子高齢化、過疎化

が進む中、地域資源を生かして交流人口を拡大し、将来の移住・定住につながる活力

再生が急務となっていると。この課題を追加させていただいて、こうしたことから、

道路交通網の整備、初期消火活動の施設整備や高齢化によるコミュニティ施設のバリ

アフリー化等生活環境の改善並びに広大な面積を有する湯船森林公園を活用した観光

レクリエーション施設の環境整備等を行う必要があるということで、この文言を追加

させていただいたというところでございます。  

 最後のページでございます。公共的施設の整備計画でございます。  

 平成２７年度から３１年度までの５年間ということでございます。この中で、道路

には変更ございません。あと、消防施設でございます。現行の計画では事業費８００

万円ということで上げさせていただいております。これにつきましては、湯船分団の

ポンプ付積載自動車の更新を見込んでおったというところでございますけれども、こ

れにつきましては辺地債が当たらなかったということで、緊急防災債を活用したとい

うことで、今回新たに湯船分団の消防の車庫と詰め所という形で施設を整備するとい
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うことで１ ,７５０万円を新たに上げさせていただいたというところでございます。  

 それと、新しく追加したのが、観光またはレクリエーションに関する施設というこ

とで、事業費１ ,０５８万７ ,０００円でございます。  

 これにつきましては、湯船森林公園で利用いたします給水車の整備でございます。

その部分を今回ここへ盛り込んだというところでございます。  

 現行の５年間の事業費の合計が１億２ ,００２万７ ,０００円、それは変更後でござ

いますけれども、事業費が１億４ ,０１１万４ ,０００円に変更となるということでご

ざいます。そのうちの辺地債の予定額でございますけれども、１億７４０万円が１億

２ ,２１０万円になるという変更でございます。  

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。  

○副議長（竹内きみ代君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 議案第２１号  湯船辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第２１号  湯船辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ

いては、原案のとおり可決されました。  
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 お諮りいたします。  

 会議の途中ですが、本日の会議はこれで延会したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、本日はこれで延会することに決定いたしました。  

 本日はこれで延会いたします。  

 なお、次回は、来る２４日午後１時３０分より本議場で開会いたしますので、ご参

集願います。  

 本日はご苦労さまでした。  

午後３時４０分延会  
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 上記議事録は、その内容を正確にして事実に相違なきことを証するため、地方自治

法第１２３条第２項の規定によって署名する。  
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